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○ 基本計画の名称 ： 第２期豊橋市中心市街地活性化基本計画 

○ 作成主体 ： 愛知県豊橋市 

○ 計画期間 ： 平成 26 年 4 月から平成 31 年 3 月まで（5年間） 

１．中心市街地の活性化に関する基本的な方針 

［１］豊橋市の概要 

（１）豊橋市の概況 

豊橋市は、愛知県の東南端に位置しており、東部は静岡県に接し、西に三河湾を抱え、 

南は遠州灘に臨んでいる。地形はおおむね平坦で、年間平均気温は 15.9 度（平成 24 年） 

と比較的温暖であり、自然条件や地形にも恵まれた地域である。 

古くは吉田城下、東海道の宿場町として栄え、明治以降東海道本線豊橋駅の開設、東 

海道新幹線の開通など、国土軸の要衝となる交通拠点として発展してきた。明治 39 年

8 月 1 日県内 2 番目（全国で 62 番目）の市として産声をあげ、戦前は軍都として栄え

た。 

昭和 43 年に豊川用水が全面通水、昭和 47 年には豊橋港が国際貿易港として開港する 

など、産業の振興、都市基盤・生活環境の整備など各分野においてめざましい発展を遂 

げ、市民生活の水準も著しく向上した。 

現在では、人口約 37 万 9 千人、面積は 261.35 km²、東三河の人口の約半数を占める 

愛知県東部の中心的な都市として発展している。 

産業面では、大葉、キャベツ、トマト、豚、乳用牛などをはじめとした農畜産物の生

[豊橋市の位置] 
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産が盛んで、農業産出額は全国有数である。製造品出荷額等は 1兆 638 億円（平成 24

年工業統計調査速報値）であり、輸送機械やプラスチック、食料品など多様性に富む

産業構造を形成している。また、三河港は国内屈指の国際貿易港として名をはせ自動

車の輸入額においては全国 1 位を続けており、多くの外資系企業が進出する国際物流

拠点として重要な役割を果たしている。小売業・卸売業の年間商品販売額は 1兆 2,423

億円（平成 19 年商業統計調査）となっており、農業・工業・商業のバランスがとれた

産業都市となっている。 

歴史・文化に目を向けると、本市で発祥した手筒花火や国の重要無形民俗文化財に

指定されている鬼祭、素人歌舞伎などの伝統的な文化を持つ一方、５３０（ゴミゼロ）

運動発祥の地であるほか、世界アマチュアオーケストラ連盟の本部が置かれるなど、

市民活力による新たな固有の文化も育まれてきた。 

平成 11 年には中核市へ移行し、平成 18 年には市制施行 100 周年を迎えている。現

在では地域再生計画「東三河の顔再生計画」、「国際自動車産業交流都市計画」が国に

よる認定を受けたほか、東三河 8 市町村が「東三河はひとつ」を合言葉に「将来にわ

たり継続的に発展する」、「誰もが本当の豊かさを実感できる」、「子供たちが希望を持

って夢を描くことができる」東三河の実現を目指し広域連合の設立に向けた取組を進

めるなど、東三河地域の中心的都市として地域の活性化に積極的に取り組んでいる。 
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［２］中心市街地の現況 

（１）中心市街地の概況 

豊橋市の中心市街地は、歴史的な発展のなかで、行政、業務、商業等の様々な機能が 

集積し、東三河地域全体の経済・産業の発展や市民生活の向上に寄与してきた。このよ 

うな意味で、豊橋市の中心市街地は、地域の活力と個性を表す、まさに「東三河地域の 

顔」として機能してきた。 

中心市街地周辺は、戦災復興土地区画整理事業をきっかけとして、国道 1 号や国道

259 号をはじめとした幹線道路、公共下水道や都市公園等、市街地として必要な基盤が

おおむね整備されている。 

土地利用の状況をみると、豊橋駅を起点とする駅前大通りや広小路通りを中心に商店 

街が形成され、中心商業地として面的な広がりをみせている。また、市役所をはじめと

した行政施設や文教施設・福利施設など市民生活を支える都市機能も集積している。しかし、

平成8年の市民病院の郊外移転、平成10年のダイエーや平成15年の西武百貨店といった大

規模商業施設の撤退など、中心市街地の都市機能の集積は年々衰えてきた。 

近年では中心市街地の都市機能の向上を図るため、駅南地区都市拠点開発事業におい 

て鉄道再編を伴う土地区画整理事業と、商業施設を伴った優良建築物等整備事業などを 

完了させたほか、市民病院跡地には、子どもを中心とした多世代交流施設として「こど 

も未来館（ここにこ）」、新たなまちなかの文化と交流の機会を創出する「穂の国とよは 

し芸術劇場（プラット）」を開館させるなど、中心市街地のにぎわいや回遊性の向上を 

図るための取組を行っている。 
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[中心市街地の市街地整備の状況と土地利用] 

（２）中心市街地のストックと地域の現状に関する統計データからみた分析 

① 人口・世帯数（都心居住をとりまく現状） 

○人口・世帯数の推移 

市全体の人口は減少傾向に入り、中心市街地の人口も同様に減少している。世帯

数においては市全体、中心市街地とも増加しているが、中心市街地における１世帯

当たりの人員は、平成 2年から平成 25 年までにかけて 3.01 人から 2.19 人に減少し

ている。市全体に占める中心市街地の人口の割合も低下し続けているが、その傾向

は近年緩やかになっている。 
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[人口の推移]
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※中心市街地の人口は中心市街地の区域に属する 32 行政町別人口の合計 

各年 4月 1日の人口（資料：住民基本台帳及び外国人登録） 

[世帯数の推移] 

3,626 3,617 3,559 3,624 3,653 3,766 3,689 3,733 
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※中心市街地の世帯数は中心市街地の区域に属する 32 行政町別世帯数の合計 

各年 4月 1日の世帯数（資料：住民基本台帳及び外国人登録） 

○高齢化の推移 

高齢者人口は市全体では増加傾向にある。特に中心市街地においては、総人口が

減少しているのに反して高齢者人口は増加しており、高齢化率は市全体の平均より

も高い水準で推移している。 

[豊橋市全域及び中心市街地の高齢化の推移] 

（単位：人） 

区 分 
中心市街地 豊橋市 

総人口 高齢者人口 高齢化率 総人口 高齢者人口 高齢化率 

平成 14 年 8,928 2,524 28.3% 371,553 57,648 15.5%

平成 17 年 8,793 2,577 29.3% 377,839 63,116 16.7%

平成 20 年 8,443 2,629 31.1% 383,945 70,293 18.3%

平成 25 年 8,184 2,690 32.9% 379,678 81,751 21.5%

※中心市街地の人口は中心市街地の区域に属する 32 行政町別人口の合計 

各年 4 月 1日の人口（資料：住民基本台帳及び外国人登録） 
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○マンション建設の動向 

優良建築物等整備事業をはじめとした都市型集合住宅の建設が進み、平成 15 年か

ら平成 25 年までにかけて約 670 戸の住宅が供給されるなど、都心居住の新たなニー

ズが確認されている。 

[中心市街地に建設されたマンション]
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№ 名  称 建設年 住戸数 

① ダイアパレス大橋通 平成 15 年 43 戸 

② ロイヤルシティ豊橋 平成 16 年 52 戸 

③ アルバックス広小路 平成 16 年 52 戸 

④ セントラル 138（賃貸） 平成 16 年 19 戸 

⑤ コンチェルトタワー豊橋 平成 17 年 92 戸 

⑥ キャンファーローレルタワー豊橋 平成 19 年 51 戸 

⑦ サザンライフ（賃貸） 平成 19 年 37 戸 

⑧ ダイアパレス豊橋新本町 平成 20 年 48 戸 

⑨ ダイアパレス豊橋魚町 平成 20 年 32 戸 

⑩ ＭＫマンション２（賃貸） 平成 21 年 50 戸 

⑪ レオパレスＴＲＥＭＯＬＯ（賃貸） 平成 21 年 32 戸 

⑫ レオパレス中柴（賃貸） 平成 21 年 21 戸 

⑬ ツインメゾン札木 平成 22 年 24 戸 

⑭ ビューシェル豊橋広小路 平成 23 年 60 戸 

⑮ 豊橋駅前大通三丁目賃貸住宅 平成 25 年 53 戸 

（⑨⑩

【既存の主な取組状況】 

⑤豊橋広小路二丁目地区優良建築物等整備事業（ダイエー跡地活用） 

 地上 18 階・地下１階建、低層部に商業施設、中高層部に都市型集合住宅を 92戸設け

る商業住宅複合再開発事業として平成 17 年に完成した。

➅豊橋広小路三丁目 A 地区優良建築物等整備事業 

 地上 18 階建、低層部に商業施設、中高層部に都市型集合住宅を 51戸設ける商業住宅

複合再開発事業として平成 19年に完成した。 

⑭豊橋広小路三丁目 B-2 地区優良建築物等整備事業 

地上 21 階建、低層部に商業施設、中高層部に都市型集合住宅を 60 戸設ける商業住宅

複合再開発事業として平成 23年に完成した。 

○都心型住宅整備推進事業（特定優良賃貸住宅供給促進事業） 

  中堅所得者層が入居できる良質な賃貸住宅の供給を促進し、都心居住を推進するため

に、平成 14 年度に制度を定めた。 

○高齢者住宅整備推進事業（高齢者向け優良賃貸住宅供給促進事業） 

   利便性の高い中心市街地で、高齢者が安心・快適に住み続けられる賃貸住宅の供給を

促進するために、平成 14 年度に制度を定めた。平成 24 年度までに 3 住宅、計 76 戸の

住宅が供給されている。 
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② 産 業 

○産業構造 

中心市街地の事業所数は、平成21年現在で2,618事業所であり、市全体の約15.5％

が立地している。中でも卸売・小売業、飲食店・宿泊業、サービス業のほか、金融・

保険業や不動産業なども多く、市内における商業・サービス・業務機能の中心的な

役割を担っている。 

しかし、近年では中心市街地における事業所数、全市に対する割合ともに減少傾

向にある。 

[中心市街地の産業分類別事業所数] 

※松葉･松山･新川校区の合計 

（資料：平成 21 年経済センサスー基礎調査） 

[事業所数の推移] 
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（資料：平成 3～18 年事業所・企業統計調査、平成 21 年経済センサス－基礎調査）

○中心市街地の商業集積の状況 

中心市街地における商業の集積は、豊橋駅の東側において、北は札木通り、東は

国道 259 号、南は水上ビルに囲まれた範囲にみられ、本市の中心商業地として機能

している。 

[中心市街地における主な商店街と商業拠点の位置] 

総数 

2,618 

総数 

2,618 
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第１期計画においては、中心商業地を商業集積の特性により 2 つのゾーンに区分

している。 

一つ目は、豊橋駅の東口駅前から駅前大通りに立地するカルミア(駅ビル) 、名豊

ビルや開発ビル、東三河唯一の百貨店であるほの国百貨店といった大型商業施設の

ほか、平成 20 年に開業したココラフロント、平成 22 年に開業したココラアベニュ

ーなどの商業拠点施設と、中心市街地のメインストリートである広小路一・二丁目、

ときわ通り、萱町通り、松葉大通りなど高い商業集積のある商店街とで形成され、

郊外や市外など広域的な集客も視野に入れた「駅前商業ゾーン」である。 

二つ目は「駅前商業ゾーン」の東に位置する花園・魚町地区、広小路三丁目など、

日用品や生鮮食料品など、都心居住者をはじめ市民の日常生活に必要な商品を取り

扱う商店の集積により形成される「生活商業ゾーン」である。 

これらの中心商業地の店舗の状況は、平成 25 年 3 月現在、物販店が 37％、次い

で飲食店が 35％を占めているが、空き店舗も 11％存在する。 

[中心商業地の店舗の状況（平成 25 年 3 月）] 

（資料：㈱豊橋まちなか活性化センター） 

○小売業の動向 

総数 

974 
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中心市街地の小売業の事業所数、年間商品販売額、従業者数の減少は顕著であり、

年間商品販売額は平成3年から平成19年までにかけて半額以下にまで落ち込んでい

る｡ 

特に平成 16 年から平成 19 年までにかけては、市全体の年間商品販売額は増加し

ている一方で、中心市街地の年間商品販売額は減少傾向が続き、小売業の事業所数、

年間商品販売額、従業者数の市全体に対する割合は年々低下している。 

こうした状況は、全体的な経済事情以上に中心市街地の商業機能が衰退している

といえ、その背景にはモータリゼーションが進展するなか、周辺地域に郊外型、ロ

ードサイド型の大型店舗が出店するといった流通構造の変化が社会的要因としてあ

ると考えられるほか、平成 8年まで中心市街地に立地していた市民病院の郊外移転、

平成 10 年のダイエーや平成 15 年の西武百貨店といった中心市街地の大規模商業施

設の相次ぐ撤退なども要因であると考えられる。 

[小売業事業所数の推移] 

1,239 1,135 1,090 1,013 912 834 
739 

4,514 4,282 
4,015 3,948 

3,606 3,374 3,159 
27.5%

26.5% 27.1%
25.7% 25.3% 24.7% 23.4%
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中心市街地 豊橋市 中心市街地／豊橋市

市民病院

移転

▼
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▼

西武百貨店

撤退

▼

※中心市街地の数値は松葉･松山･新川校区の合計 

（資料：商業統計調査） 

[小売業年間商品販売額の推移] 

137,696 
121,157 103,477 86,838 73,965 64,540 58,432 

474,873 
450,659 467,665 459,016 

408,574 400,477 
418,084 

29.0% 26.9%

22.1% 18.9%
18.1% 16.1%

14.0%
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20%
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40%

0 
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移転

▼

ダイエー
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▼

西武百貨店

撤退

▼

※中心市街地の数値は松葉･松山･新川校区の合計 

（資料：商業統計調査） 

[小売業従業者数の推移] 



11 

6,710 5,690 5,443 5,085 4,669 4,480 3,791 

24,072 22,268 22,195 24,522 23,425 23,846 23,210 
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▼
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▼

※中心市街地の数値は松葉･松山･新川校区の合計 

（資料：商業統計調査） 

【既存の主な取組状況】 

・商店街空き店舗対策事業 

 空き店舗を活用したチャレンジショップ事業を実施し、平成 12～24 年度にかけて 27

店舗が出店した。 

・ショッピングサポート事業 

 都心での買物などをサポートするために、平成 16 年度より市電（路面電車）おかえり

キップサービス事業を実施しているが、平成 24 年度から期間を限定して渥美線や路線バ

スにも拡大して実施している。 

③ 交 通 

○公共交通利用状況 

豊橋駅を中心とした地域は、ＪＲ東海道新幹線、ＪＲ東海道本線、ＪＲ飯田線、

名古屋鉄道名古屋本線、豊橋鉄道渥美線といった鉄道や、路面電車、路線バスなど、

各種の公共交通機関が集中する東三河の交通拠点となっている。 

公共交通機関の利用者数は減少傾向が続いてきたが、平成 19 年度以降の豊橋駅の

鉄道の乗客数については増加に転じ、新豊橋駅においては乗客数がほぼ横ばいとな

っている。 

路面電車については、低床車両の導入、停留所の整備など利便性の向上やＰＲな

どの効果により、利用者数の減少に歯止めをかけているが、路線バスについては利

用者の減少が続いている。 

[公共交通機関の利用者数の推移]      
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               （単位：人／日） 

区 分 
平成 4

年度 

平成 7

年度 

平成 10 

年度 

平成 13 

年度 

平成 16 

年度 

平成 19 

年度 

平成 24 

年度 

豊橋駅(JR･名鉄 ) 44,981 43,927 44,091 42,026 41,360 42,241 43,410

新豊橋駅(渥美線) 9,147 9,070 8,781 8,699 8,388 8,748 8,391

路面電車 9,195 9,063 8,184 7,688 7,203 7,882 7,953

路線バス 25,715 23,148 21,099 18,268 17,616 15,964 14,010

※豊橋駅、新豊橋駅は鉄道の乗客数。路面電車、路線バスは輸送人員 （資料：豊橋市統計書） 

○駐車場利用の状況 

中心市街地の主な時間貸し有料駐車場は、平成 25 年 10 月 1 日現在で、公共・民

間あわせ 57 か所、総収容台数は約 3,800 台となっており、中心市街地の駐車台数は

充足していると考えられる。  

なお、近年、民間駐車場では料金やサービス面での競争がみられるようになって

いる。 

[中心市街地付近の駐車場] 

※掲載の駐車場は共通駐車券参加駐車場

○歩行者通行量 
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中心商業地の商業集積の地域特性に応じて、市外を含め広域からの集客がある「駅

前商業ゾーン」で歩行者通行量の現状分析を行った。 

[歩行者通行量の調査地点] 

豊橋駅を中心とした地域においては、豊橋駅東西自由連絡通路、豊橋駅南口自由連絡

通路やペデストリアンデッキの整備によりターミナル機能の利便性が向上したため、通

行量の減少も一定の歯止めがかかっている。平成25年度は、ときわ通り、広小路通り、

ココラフロント前において通行量が増加するとともに、平成21 年度より供用された南

口自由連絡通路は広小路通りに次ぐ多くの人が利用し、全体として通行量が増加の傾向

にある。これは、「こども未来館（ここにこ）」の開館や歩行者天国の実施に伴うリピー

ターの増加、平成25年 4月の「穂の国とよはし芸術劇場（プラット）」の開館が主な要

因である。 

その一方で、駅前大通り（南側）の通行量が減少しているが、これは市街地再開

発事業を予定する商業複合施設における、ホテル業務の閉鎖やテナント業務機能の

縮小等により集客が大きく落ち込んだためと考えられる。またペデストリアンデッ

キ（南北）の通行量も減少しているが、南口自由連絡通路の整備により影響を受け

たものと考えられる。 

[駅前商業ゾーンにおける休日の歩行者通行量の推移（人）]（11 時～17 時の 6時間） 
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[駅前商業ゾーン全地点合計の推移] 

61,226
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32,532 

17,000 
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【既存の主な取組状況】 

・共通駐車券事業 

  自家用車による来街の利便性の向上を目的として、平成 12 年度より中心市街地エリ

ア内の公共･民間を含めた駐車場で共通利用できるサービス券を発行している。 

・電線共同溝事業 

安全で快適な通行空間の確保とともに、都市景観の向上やバリアフリーの推進、都市

災害の防止、情報通信ネットワークの信頼性向上などの都市環境の改善を目的として、

電線類の地中化等による市街地環境整備を行った。（平成 21年度完了） 

④ 伝統･文化･自然･景観等 
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城下町として、また宿場町として発展してきた中心市街地には、神社仏閣など多く 

の歴史資産が残っている。豊橋公園内の吉田城址には隅櫓が復元され、また公園周辺 

には豊橋ハリストス正教会や豊橋市公会堂といった有形文化財なども保存されてい 

る。 

また、本市発祥の手筒花火が行われる豊橋祇園祭や国の重要無形民俗文化財に指定 

されている奇祭鬼祭といった特有の伝統文化が継承されているほか、豊橋まつりや炎 

の祭典など新旧様々な行事・イベントが年間を通して行われており、中心市街地とそ 

の周辺は文化交流の拠点地域となっている。 

さらに、中心市街地にほど近い一級河川豊川や、路面電車が走るまちなかの風景は、 

本市の中心市街地特有の貴重な景観資源となっている。

[中心市街地とその周辺の歴史資源] 

名  称 説  明  

湊神明社 
(田原神明社） 

伊勢神宮神領内渥美郡の秦御厨に奉祀された神社といわれる。1668
年に茶人山田宗徧が境内に庭園をつくる。松尾芭蕉が札木町の旅籠に
泊まったときに詠んだ句「寒けれど 二人旅寝ぞ たのもしき」の碑
がある（昭和 7年建立）。神明社内にある湊築島弁天社は、国の登録
有形文化財（建造物）に指定されている。 

吉田神社 
（旧名：吉田天王
社・牛頭天王社） 

建立年は不詳。祇園祭の花火は江戸時代頃から盛んになったと考えら
れている。 

神宮寺 
1596 年頃建立といわれている。吉田三ヶ寺の一つとして数えられた
名刹。以前は現在の国道 259 号の道路上にあった。 

安海熊野社 
12 世紀頃建立と伝えられる。室町から江戸期にかけての能面、狂言
面や能装束、狂言衣装等約 360 点が残されている。当地区の地名(魚
町)の由来といわれる魚市は境内で行われた。 

龍拈寺 
1521 年建立。江戸時代には悟真寺、神宮寺とならび吉田三ヶ寺にか
ぞえられた名刹で、三河地方の曹洞宗屈指の寺。所蔵の「牧野古白母
堂画像」と「華陽院画像」が市の文化財に指定。1693 年に建立され
た山門が現存しており、市の指定文化財になっている。 

安久美神戸神明社 
（豊橋神明社） 

明治 18 年、陸軍歩兵 18連隊の設置に伴い現在地に移転した。 
国の重要無形民俗文化財に指定されている奇祭鬼まつりが行われて
いる。 

豊橋ハリストス 
正教会 

大正 2年に建築された聖堂は現存する県内の正教会の中で最古のも
ので、1984 年に県の有形文化財に指定され、2008 年には国の重要文
化財として指定された。戦禍を免れたため、教会の記録や貴重な文献、
著名な聖像画家 山下りんの聖像画、渡来した美術工芸品等が保存さ
れている。 

豊橋市公会堂 

中村與資平（1880～1963）が「ロマネスク様式」の建物を設計。鉄筋
コンクリート造りの近代的建築物の発祥とも言われ、国の登録有形文
化財（建造物）に指定され、式典や講演会等、各種イベントに利用さ
れている。 
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吉田城址 

古くは今橋城と称し、永正 2年（1505）、牧野古白によって構築され
た。以来、東三河の要衝として今川・武田・徳川ら戦国武将の攻防を
経て、天正 18年（1590）に池田輝政が入封し、15万 2 千石の城地に
ふさわしい拡張と城下町の整備が行われた。現在みられる遺構は輝政
時代の旧態を残している。 

[中心市街地とその周辺の祭] 

時  期 名  称 場  所 

2 月 2日 節分祭 羽田八幡宮（花田町） 

2 月 3日 節分会 龍拈寺（新吉町） 

2 月 10 日・11 日 鬼祭 安久美神戸神明社（八町通） 

3 月下旬～4月中旬 さくらまつり 豊橋公園（今橋町） 

5 月 4日・5日 安海熊野社祭礼 安海熊野社（魚町） 

7 月の第 3金・土・日曜（原則） 祇園祭 吉田神社（関屋町） 

10 月の第１土・日曜 羽田祭 羽田八幡宮・松葉公園 

11 月の酉の日 酉の市 西光寺（大手町） 

（資料：豊橋の産業） 

 [中心市街地とその周辺のイベント]

時  期 名  称 場  所 

毎月１回 まちなかマルシェ 豊橋駅南口駅前広場 

春、秋 豊橋まちなか歩行者天国 広小路通り、ときわアーケード 

6 月 納涼祭り（夜店） 豊橋公園 

9 月 炎の祭典 豊橋球場等 

秋 アートイベント sebone 挟間児童広場、水上ビル付近 

10 月 豊橋まつり 豊橋駅から豊橋公園一帯 

10 月～11 月 とよはしまちなかスロータウン映画祭 名豊ビル等 

11 月 ええじゃないか豊橋音祭り 
豊橋駅南口駅前広場、ときわアーケー

ド、広小路通り等 

11 月 
とよはしインターナショナルフェステ

ィバル 
こども未来館（ここにこ） 

11 月～1 月 とよはしキラキラ☆イルミネーション
駅前サークルプラザ、駅前大通り、中

心市街地の主要商店街等 
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【既存の主な取組状況】 

・まつり文化の継承 

中心市街地では、豊橋まつり、炎の祭典などのイベントを開催している。 

また、伝統的なまつりの保存・継承については、豊橋観光コンベンション協会が普及

PR を実施している。 

・都心文化イベント事業 

駅前広場のサークルプラザ、豊橋駅南口駅前広場、商店街などを利用した定期的なイ

ベントとして、平成 23 年度からええじゃないか豊橋音祭り、とよはしキラキラ☆イル

ミネーション、平成 24 年度からは豊橋まちなか歩行者天国、まちなかマルシェも実施

している。 
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［３］第１期豊橋市中心市街地活性化基本計画の検証 

（１）計画の概要 

第 1期計画は、歴史的に蓄積されてきた地域の個性を大切にしながら、広域から様々 

な目的の人々が集まり交流するまちづくりを進めることにより、本市の個性や都市の潤 

いと魅力を発信する東三河の中心都市にふさわしい中心市街地を目指して策定した。平 

成 21 年 6 月 30 日、「中心市街地の活性化に関する法律」第 9条の規定に基づく基本計 

画として内閣総理大臣から認定を受けている。 

＜計画期間＞ 平成 21 年 6 月から平成 26 年 3 月まで 

＜中心市街地の範囲＞ 約 103ha 

[第１期豊橋市中心市街地活性化基本計画の計画範囲] 

＜基本的方針＞ 

第 1 期計画では、交流・産業・生活など様々な面から中心市街地の活気（にぎわい） 

を高めていくために、次の 3つの基本的方針を掲げた。 

１ にぎわいの交流空間を形成するまちづくりの推進 

２ 回遊したくなる魅力づくりの推進 

３ 快適に暮らせるまちづくりの推進 
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（２）計画の目標 

基本的方針に基づき、中心市街地活性化に向けての 3つの目標を定めるとともに、 

それぞれの達成度を測る指標と計画期間内の目標値を定めている。 

１「にぎわいの創出」 

中心市街地における地域特性により、豊橋駅東口を中心とした「駅前商業ゾーン」と、 

花園・魚町地区を中心とした「生活商業ゾーン」に分けて指標を設定している。 

【指標説明】 
ときわ通り、広小路通り、駅前大通りなど計 7箇所の休日の歩行者数の合計による 
（毎年 11月調査） 

【指標説明】 
札木通り、花園通り、魚町の計 3箇所の平日の歩行者数の合計による（毎年 10 月調査） 

２「商業の活性化」 

【指標説明】 
商業統計調査等に基づく小売業年間商品販売額における中心市街地の合計による 

３「まちなか居住の推進」 

指  標 目標値（H26） 

居住人口 ８，７００人 

【指標説明】 
4 月 1 日の住民基本台帳における中心市街地の区域に属する 32 行政町別人口（外国人登録者
を含む）の合計による 

（３）実施事業 

目標達成に向け、当初、41 事業を示し、計画的に推進してきました。平成 23 年度 

にフォローアップを行い、その結果、平成24年7月に新たに9事業の追加認定を受け、 

現在、全部で 50 事業を示している。  

指  標 目標値（H25） 

駅前商業ゾーンの休日歩行者通行量 ３３，０００人/日 

指  標 目標値（H25） 

生活商業ゾーンの平日歩行者通行量 ２，０００人/日 

指  標 目標値（H25） 

小売業年間商品販売額 ５８，５００百万円 
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（４）目標値に対する達成状況

   第 1 期計画における現時点での目標に対する実績及び達成率は、次のとおりとなっ  

ている。 

【計画の目標値に対する達成率】 

指  標 目標値 
実績値 

（調査時） 達成率 

駅前商業ゾーンの

休日歩行者通行量

（人／日）

３３，０００
３２，５３２

（平成２５年６月）
９８．６％

生活商業ゾーンの

平日歩行者通行量

（人／日）

２，０００
１，９０３

（平成２５年６月）
９５．２％

小売業年間商品販売額

（百万円）
５８，５００

４９，７００

（平成２４年度）
８５．０％

居住人口

（人）
８，７００

８，１８４

（平成２５年４月１日）
９４．１％

（５）取組成果

「指標：駅前商業ゾーンの休日歩行者通行量」 

  平成 25 年度に行った調査では、広小路通り及びココラフロント前、南口自由連絡通路

において通行量が増加した。これは、歩行者天国実施に伴うリピーターの増加や 4 月の

「穂の国とよはし芸術劇場（プラット）」の開館によるものと考えている。 

その一方で、駅前大通り（南側）の通行量が基準値の平成 19 年度より大きく減少した

が、これは市街地再開発事業を予定している商業等複合施設において、ホテル業務の閉

鎖やテナント業務機能の縮小などにより集客が大きく落ち込んだためと考えている。 

現時点では目標値に達していないものの、最近では、飲食店を舞台にした婚活イベン

トに数百人が参加したり、飲食店を「はしご」するイベントに約 4,000 人が参加するな

ど、中心市街地の店舗を知ってもらう機会が増えており、今後リピーターによる一層の

にぎわいが創出されるものと考えている。 
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「指標：生活商業ゾーンの平日歩行者通行量」 

平成 25 年 6 月に行った調査では、目標値である 2,000 人は達成できなかったが、通行

量は 1,903 人と大幅に増加した。これは大手スーパーの生活基盤商業施設整備事業に伴

うリニューアルによるものと考えている。 

当地域は、大手スーパーマーケットをはじめ日常生活支援の店舗が集積しており、今

後、事業が遅れている広小路三丁目 A-2 地区優良建築物等整備事業をはじめとする近隣

の再開発事業等により住居が供給されれば、さらに通行量の増加が見込まれものと考え

ている。 
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「指標：小売業年間商品販売額」 

中心市街地に位置する主な小売業者の販売額を基に、中心市街地全体の小売業年間商

品販売額を推計した。 

平成 24 年度実績値が現況値よりも減少しているのはリーマンショックの影響等によ

り、全国的に小売業の販売額が減少し、中でも百貨店業界の販売額は減少が顕著であっ

た。このことは本市においても同様な事態となっており、市内唯一の百貨店の販売額の

減少が顕著であったことも原因の一つと考えられる。また、近年では、郊外及び近隣市

町において大型の商業施設が開業し、消費者の流れが郊外等へ分散化していることも原

因となっていると推測できる。 

目標値である 585 億円に達するのは非常に厳しい状況であるが、豊橋東口駅南地区の

商業等複合施設の開業、大手スーパーマーケットのリニューアル、さらに平成 24 年 3 月

に市内の百貨店の名称変更を伴うリニューアルなどにより、近年は販売額の減少率が

年々縮小するなど取組の成果は現れてきている。 

広小路一丁目南地区優良建築物等整備事業に伴い実施する事業は、当該事業に係る権

利者の合意形成に時間を要しており、目標値に達していない要因の１つと考えている。 

小売業の売上減少が続く一方、目標数値として掲げていないが、近年飲食店の出店が

めざましく、商店街空き店舗対策事業補助金（主体：株式会社豊橋まちなか活性化セン

ター）を活用して新規出店したケースだけでも 9件ある。 

また、景気の回復傾向や、飲食店を舞台に数百人規模を集める婚活イベント、約 4,000

人を集める飲み歩きイベントで多くの人が飲食店を知る機会が増えたことなどから、年

明け頃から週末の中心市街地は、多くの来街者でにぎわっている。様々な店主などから

は、予約がなければ飲食できないほどの状況となっているとの声もたくさん聞かれる。

このような状況から、飲食を含めたサービス業の売上は、相当伸びているものと考えて

いる。 

（単位：百万円）

年 度 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ24/Ｈ19 比較 

小売業年間

商品販売額
58,432 

57,900 

（推計値）

53,900 

（推計値）

51,800 

（推計値）

50,200 

（推計値）

49,700 

（推計値）
△8,732 

※調査方法：平成 19 年商業統計調査結果と市独自調査により推計 

               ※調査対象：中心市街地（松葉・松山・新川校区） 

及び中心市街地の主要小売店舗の小売業年間商品販売額 
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「目標：居住人口」 

  目標値である 8,700 人には達していないもののエリア 1 は、中心市街地の過半数の人

口を占め、平成 20 年度比では 40 人の増加となっている。当該エリアでは、広小路三丁

目 B-2 地区優良建築物等整備事業が平成 23 年 3 月に完了し、住宅 60 戸が完売した。 

広小路三丁目地区 A-2 地区優良建築物等整備事業は、事業内容を変更し、平成 26 年度

の完成に向け現在事業を継続している。 

  しかしながら、広小路一丁目南地区優良建築物等整備事業は、権利者の合意形成に至

っておらず、事業の着手ができていない状況となっている。 

エリア 2 においては、老朽化し耐震化されていない集合住宅（県営）の入居制限もあ

り、人口が減少しているが、エリア 3 については、既存住宅の機能更新等の動きも特に

見当たらなかったため人口の変動は特になかった。 

中心市街地の居住人口は全体としては目標値に達していないものの、今後、継続中の

事業や民間主体のマンション等の建設により住宅が供給されることから、増加が見込ま

れ引き続き再開発事業を推進するなど、目標値の達成へ向けた取組を進めていく。 
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（６）事業の実施状況 

第 1期計画に示した 50 事業の実施状況は、下表のとおりである。平成 25 年 9 月末現

在で 48 事業に着手し、実施率は 96％となっている。また、現在実施中の事業は 30 事

業となっているほか、2事業が未着手となっている。

区 分 
実施状況 

計 
完了 実施中 未着手 中止 

・にぎわいの創出 

・商業の活性化 

・まちなか居住の推進 

ハード 11 5 2 0 18 

ソフト 6 25 0 1 32 

計 17 30 2 1 50 

【ハード事業】 

・ 豊橋東口駅南地区における鉄道再編を伴う土地区画整理事業と商業施設を伴った優良

建築物等整備事業の完了により、東口駅南地区都市拠点開発事業が完了した。 

これによりペデストリアンデッキや南口自由連絡通路等の接続が図られたことで、豊

橋駅を中心としたターミナル機能の利便性が向上するとともに商業集積が高まった。 

・ 新たなまちなか文化の創造と交流の機会を創出する「穂の国とよはし芸術劇場（プラ

ット）」が平成 25 年 4 月に開館したことで、周辺の商業施設や商店街との連携によるに

ぎわい創出や商業の活性化が期待されている。 
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・ 神明町・西新町 6号線他 2路線の合計 610ｍで電線類の地中化整備が完了し、景観の 

向上、都市災害防止が図られるとともに、自転車や歩行者にとって安全で快適な通行空 

間が確保された。 

・ 「生活商業ゾーン」における花園地区では、商店街のアーケードの撤去とスーパーマ

ーケットのリニューアルが完了し、商業の活性化につながる商店街のイベント等、新た

な取組も展開されている。 

・ 実施中の主な事業では、広小路三丁目 A-2 地区優良建築物等整備事業が地区面積や規

模などの計画変更を行ったため、当初の計画より整備が遅れている。 

・ 未着手事業の 2 件は、優良建築物等整備事業及びそれに伴う新規商業集積施設の整備

であるが、現在、権利者による合意形成に至っていないため未着手となっている。

【ソフト事業】 

・ 豊橋駅前大通南地区まちなみデザイン推進事業は、まちづくりビジョンの策定により

完了したが、駅前大通二丁目地区では、関係権利者による再開発の準備組合が設立され

推進計画が策定されるなど、事業化に向けた検討が進められている。 

・ にぎわい創出のために回遊イベントや都心文化イベント等を実施しており、団体や企

業等の連携によるイベントの拡大を図っている。 

・ 歩行者天国の開催や公共駐車場料金の値下げ、買物をした際、帰りの公共交通料金の

一部をサービスするおかえり切符サービスを路面電車のみから渥美線や路線バスにも拡

充するなど中心市街地活性化社会実験を実施し、にぎわい創出のための貢献度等につい

て総合的に検証した。（参考資料：P27～P29 記載） 

・ 平成 24 年 3 月に豊橋ステーションビル区画ほか 3区画が大規模小売店舗立地法の特例

区域に指定されたことにより、新規出店や既存店舗の増床などに伴う大規模小売店舗立

地法の手続が簡略化され、今後、商業の活性化が期待されている。 

・ こども未来館（ここにこ）においては、多くの利用者があり、周辺の商店街や大型店

と連携した交流事業を展開し、にぎわい創出につなげている。 

・ 自動車や公共交通機関による来街しやすい環境づくりを進めるための共通駐車券事業

やおかえり切符サービスは、株式会社豊橋まちなか活性化センターが民間企業、商店等

と連携して引き続き実施している。 

・ 中止事業の 1件は、まちなか交流館事業として平成 18 年に開設した「ときわ逸品館」

である。平成 21 年度には 21,071 人の来館者があったが、平成 22 年 5 月に閉館となり、

現在、豊橋駅情報プラザ等において、当館の有していた機能を一部代替して事業を展開

している。 
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（７）総括

  目標・指標においては、4つの指標のうち 3つの指標は 9割以上目標を達成しており、

指標によっては昨今の厳しい経済・社会情勢の中において減少幅を削減し、改善の様相

を見せていることから、長年にわたり積み重ねてきた取組が一定の効果をあげてきてい

るものと考えている。 

   本市の中心市街地は、ＪＲ東海道新幹線、ＪＲ東海道本線、ＪＲ飯田線、名古屋鉄道

名古屋本線、豊橋鉄道渥美線が乗り入れる東三河のターミナル駅「豊橋駅」を中心とし

て発展してきた。 

   第１期計画では豊橋駅東口駅南地区において豊橋東口駅南地区土地区画整理事業に

よる鉄道の再編を行ったことにより、新たな商業等複合施設や「穂の国とよはし芸術劇

場（プラット）」が整備され、「豊橋駅」の求心力をさらに向上させることができた。結

果として「駅前商業ゾーンの休日歩行者通行量」は平成 19 年の現況値よりも増加する

ことができた。 

   一方でリーマンショック等による景気の低迷により「小売業年間商品販売額」は基準

値よりも下がっており、今後もしばらくは、このような様態が継続していく可能性は否

定できない。 

   「居住人口」では、目標値には達していないものの 2地区（内 1地区は完了）におい

て優良建築物等整備事業を事業化することができ、都心居住に係る施策を着実に推進す

ることができている。 

   政令市や県庁所在地ではなく、大都市圏に近接していない本市は、コンパクトな市街

地が形成されており、その中心となる当該地区は、今後の高齢化社会、低炭素社会に適

応可能な構造であると同時に、人口 38 万人ひいては東三河の人口 76 万人にとって求心

力の高いポテンシャルを有していると考えている。 

その中心市街地において、地理的利便性を生かし、「住んで、買物して、飲食して、

楽しむ」ことができるための都市機能の集積と様々な団体等との連携を図りながらにぎ

わいの創出に引き続き取り組んでいくことで、中心市街地が活性化するものと考えてい

る。 
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＜参考資料＞ 

中心市街地活性化社会実験効果検証調査について 

○調査の目的 

中心市街地の賑わい創出のために、「中心市街地活性化社会実験」として、歩行者

天国や公共駐車場料金見直し等を実施した。それに伴い歩行者通行量調査や駐車場利

用者アンケート等の調査を行い、賑わい創出のための貢献度等について総合的に検証

し、次年度以降の本格実施に向けた事業内容等検討の基礎資料とすることを目的とし

た。 

○調査の概要 

社会実験の事業効果を検証するために、公共駐車場の利用者をはじめとする来街者

や、商業者、地域住民を対象としたアンケート調査を実施するとともに、歩行者通行

量調査等を行い、社会実験実施中の賑わいの状況の把握を行った。 

社会実験及び調査内容は次の項目である。 

社会実験事業 調査内容 

歩行者天国の実施 

10 月,11 月の毎日曜日 （10 月 21 日は豊橋まつり） 

歩行者通行量調査 

来街者アンケート調査 

商業者アンケート調査 

居住者アンケート調査 

公共駐車場料金の見直し 

最初の 30分 150 円から 60 分 150 円へ 

10 月～12 月の毎日 

利用状況調査 

利用者アンケート調査 

おかえり切符の拡充 

市電のみから渥美線・路線バスへも拡充 

 10 月～12 月の毎日 

利用状況調査 

利用者アンケート調査 

地下駐輪場の無料開放 

歩行者天国実施日 

利用状況調査 

利用者アンケート調査 

まちなか駐輪スペースの確保 

歩行者天国実施日 

利用状況調査 

利用者アンケート調査

○調査期間 

平成 24 年 10 月～12 月

○調査結果 

［歩行者天国］ 

様々なイベントを開催したことにより、歩行者の通行量が増加するなど中心市街地に

人を呼び込むことができ、賑わいの創出につながった。しかしながら、来街者の多くは

歩行者天国のイベントを楽しむことを目的にしており、歩行者天国の開催エリアでは商

業の売上向上に結びつくような目に見える波及的な効果は、それほど得られなかった。

これは、「商業者から来街者への積極的なアプローチがなされていなかった」、「商業者側

が想定していた客層とのずれがあった」、「来街者に各店舗の魅力が充分に伝わらなかっ

た」等の様々な要因が考えられる。 

よって、次年度以降の実施にあたっては、開催エリアの店舗を知ってもらう等、売上
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に結びつくような商業者を主体とした積極的でわかりやすく魅力のある販促キャンペー

ン等の取組も必要である。  ＊来場者：7日間で約 117,000 人 

［おかえり切符サービス］ 

歩行者天国開催により来街者が増加したにもかかわらず、想定していた程利用が伸び

なかった。これは、「賑わいの創出が消費に結びつかなかった」、「周知が足りなかった」

等の要因が考えられる。しかしながら、当該サービスを実施していない駅ビル店舗への

ヒアリングによれば、歩行者天国開催日の来客数と売上は、通常の日曜日と比べ１～２

割ほど増加したとの意見もあり、おかえり切符サービスの拡大のためには、「買いたい」

と思っていただける品ぞろえや、来店を促す店舗の工夫、魅力ある商業店舗のまちなか

への集積が今まで以上に必要と考えられる。 

また、おかえり切符サービスを利用した来街者の中心市街地での滞在時間は、車で来

街した場合に比べ長くなる傾向があり、回遊性の向上にも有効であると考えられ、この

ことは更なる広報の拡充や、サービス実施店舗の来店者への応対の徹底によりサービス

を定着させることにより、更なる賑わいの創出につながるものと期待される。 

［公共駐車場他］ 

年々利用台数が減少している中、歩行者天国開催日は減少幅の縮小または微増との結

果が表れた。通常の来街方法は圧倒的に車利用が多いのに対し、この割合が低かったこ

とから、当該期間中は歩行者天国を来街の目的とした長時間の滞在を想定し、車以外の

来街方法を選択した人も多かったのではないかと考えられる。 

多くの人に中心市街地を訪れていただくためには、公共交通、自動車、自転車など来

街手段の選択肢を多く用意することが必要であり、かつ、利用台数を増やした駐輪場の

利用促進や要望の高いまちなかでの駐輪スペース確保などは、手軽な交通手段への配慮

として大変有効だと言える。 

［総括］ 

歩行者天国をはじめ公共駐車場の料金見直しや、おかえり切符の拡充等、様々な取組

を複合的に実施した今回の中心市街地活性化社会実験は、中心市街地のにぎわいの創出

について一定の効果が確認できた。また、中心市街地活性化のためには、複合的な施策

の組合せが必要なこと、商業者との意思の疎通の徹底・目的の共有化が必要なことなど、

多くのデータから検証することも出来た。 

本市の顔としての存在である中心市街地が沈滞することのないよう、また、今回の施

策を継続させると同時に、「穂の国とよはし芸術劇場（プラット）」、民間再開発等の整備

を契機とした来訪者のまちなかへの誘導などの仕掛け作りなど様々なアイデアを大胆に

実践しながら、毎年度の検証と創意工夫を重ね、民間事業者や関係機関をもまきこんだ

取り組みを進めることが必要だと考えられる。 
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●Q4：駐車料金改定は中心市街地を訪れるきっかけとなりますか？

なった（なる）

65.1%

ならない

32.9%

無回答

2.0%

n=304

●Q6：中心市街地を訪れるきっかけとなりましたか（なりますか）？

なった（なる）

76.2%

ならない

11.1%

無回答

12.7%

n=63

●Q5：また来たいですか？

はい

91.2%

いいえ

7.8%

無回答

0.9%

n=217

●Q1：歩行者天国開催日に売上が・・・？

上がった

23.2%

下がった

31.9%

営業して

いない

13.0%

無回答

31.9%

n=69

●Q9：本日どのくらい滞在しましたか（しますか）？

30分以内

16.1%

1時間以内

18.4%

2時間以内

26.3%

2時間以上

38.2%

無回答

0.9%

n=217

●Q23：歩行者天国の開催は・・・？

賛成

60.9%

反対

20.3%

無回答

18.8%

n=69

○主な調査データ 

①駐車場料金見直しによる中心市街地来訪への誘因性 ②おかえり切符による中心市街地来訪への誘因性

③歩行者天国開催時の滞在時間            ④歩行者天国への再訪意向

⑤歩行者天国開催による売上への影響         ➅次年度以降の開催に対する賛意・反意
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［４］中心市街地に関する市民ニーズ 

（１）中心市街地利用促進に関するアンケート調査 

平成 23 年度において、今後の中心市街地活性化に係る施策検討のために、アンケー

ト調査を実施し、市民が中心市街地へ来街する頻度や来街する目的等を調査した。 

１．調査実施期間 

平成 23 年 7 月 15 日～8月 1日 

２．調査方法 

郵送配布回収方式によるアンケート調査 

３．調査対象者・サンプル数 

18 歳以上の市民 2,000 人  有効標本 824（41％） 

４．アンケート結果 

① 中心市街地への来街頻度について 

中心市街地に来街する頻度についての回答は下図のとおりである。 

週 1 回以上と回答した人が 16％、月 1回以上と回答した人が 47％、半年に 1回以上 

が 76％となっている。 
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② 中心市街地に来街しない理由 

中心市街地に来街しない理由としては、「行きたいと思う店舗・施設がない」、「駐 

車場が使いづらい（料金を含む）」という回答が多かった。 

③ 中心市街地への来街目的 

中心市街地への来街目的は、「豊橋駅・新豊橋駅の利用」と回答した人が最も多く、 

次いで「買回品（洋服、家具、趣味用品等）の買い物」と回答した人が多かった。 

（３つまで選択） 

④ 中心市街地への来街交通手段 

中心市街地を来街するための交通手段として自家用車と回答した割合が58％と圧 

倒的に多く、鉄道利用者は路面電車を含め 19％となっている。 

1.最寄品（食品、日用雑貨等）の買い物

2.買回品（洋服、家具、趣味用品等）の買い物

3.ウィンドウショッピング

4.飲食（外食）

5.遊び､娯楽（カラオケ、パチンコ等）

6.習い事

7.通勤先・通学先・アルバイト先（中心市街地内）

8.営業、会議等の仕事

9.病院・診療所

10.金融機関（郵便局、銀行等）

11.公共公益施設（こども未来館、ｶﾘｵﾝﾋﾞﾙ等）

12.観光（中心市街地が目的地）

13.催し物（イベント､祭り等）

14.散歩

15.豊橋駅・新豊橋駅の利用

16.その他

214

77

19

32

30

22

79

70

3

85

16

334

141

44

171

108

0 50 100 150 200 250 300 350 400

1.行きたいと思う店舗・施設がない

2.街に活気がない

3.店舗や施設がどこにあるのか分かりにくい

4.通りを歩いていて楽しくない

5.歩道が歩きづらい

6.駐車場が使いづらい（料金を含む）

7.駐輪場が使いづらい（料金を含む）

8.公共交通手段が不便

9.自宅から遠い

10.娯楽施設が少ない

11.休憩場所がない

12.どんな店があるか知らない

13.その他

単純集計

29

7

0

63

1

6

14

31

17

40

100

13

5
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⑤ 中心市街地に訪れる機会を増やす施策について 

中心市街地を訪れる機会を増やす施策として評価の高かった取組は、施設面では 

「魅力のある店舗や施設の誘致」であり、増えると思うと回答した人の割合は 84％

で最も高かった。ソフト面では「通りの歩行者天国や集客イベントの活発化」と「店

舗や施設をＰＲするマップの配布」で 56％の人が増えると思うと回答した。移動面

では「車で訪れやすくする（駐車場の整備やサービス（料金等）向上」が 87％、「公

共交通（バスや市電）で訪れやすくする（買い物客への乗車券サービス等）」が 68％

で、評価の高い取組となった。 

（人） 

平均値

1.魅力のある店舗や施設の誘致

2.福祉施設の充実
（託児所、休憩所など）

3.商店街の景観整備
（店舗等建物の外観、アーケード等）

平均値

4.買い物金額等に応じてサービスが
受けられるポイントカードの導入

5.通りの歩行者天国や集客イベントの
活発化

6.店舗等のお得な情報や店主の人柄が伝わ
る情報の発信（チラシ、ホームページ等）

7.店舗や施設をＰＲするマップの配布

平均値

8.車で訪れやすくする（駐車場の整備やサー
ビス（料金等）向上）

9.公共交通（バスや市電）で訪れやすくする
（買い物客への乗車券サービス等）

10.自転車で訪れやすくする
（駐輪場の整備やサービス（料金等）向上、自

転車道の整備等）

11.歩きやすくする（広い歩道の確保、段差の
解消、ベンチや休憩施設の設置、自動車の
流入を抑制等）

12.バスやレンタサイクル等の乗物で中心市街
地内を周遊できるようにする

64

89

67

149

324

139

41

38

89

58

57

49

47

267

121

203

270

237

337

320

273

357

328

316

289

323

269

226

378

291

302

270

248

169

73

212

234

250

230

259

243

266

293

93

217

130

81

143

58

25

87

83

99

82

111

94

119

135

33
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（２）市民意識調査 

市民意識調査の中で、中心市街地での買物場所や中心市街地に必要な機能等、今後の 

来街意向等を把握するためのアンケート調査を実施した。 

１．調査実施期間 

平成 25 年 6 月 5 日～21 日 

２．調査方法 

郵送配布回収方式によるアンケート調査 

３．調査対象者・サンプル数 

20 歳以上の市民 5,000 人  有効標本 2,549(51.0％) 

４．アンケート結果 

①  主な買物（洋服、靴、アクセサリー等）場所 

【全体的傾向】 

「豊橋（中心市街地）」と回答した人の割合が約 27％、「豊橋（郊外）」と回答し 

た人の割合が約 42％、「名古屋」と「浜松」を合わせた「豊橋以外の地域」を回答 

した人の割合が約 20％となっている。 

【年代別にみた特性】 

70 歳以上は「豊橋（中心市街地）」と回答した人の割合が約 48％と高くなってい

る。一方、20 歳代では、「名古屋」と回答した人が約 26％、30 歳代では、「豊橋（郊

外）」と回答した人が約 31％で一番高くなっており、いずれも、「豊橋（中心市街地）」

と回答した人よりも高くなっている。 
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②  中心市街地の飲食店・物販店にどのような印象を持っているか 

【全体的傾向】 

「素敵なお店がたくさんある」と「素敵なお店がほどほどにある」と回答した人の 

割合が約 37％となっており、「素敵なお店が少ない」と回答した人の割合が約 55％と 

高くなっている。

【年代別にみた特性】 

各年代で「素敵なお店がたくさんある」と「素敵なお店がほどほどにある」と回答 

した人の割合は、約 31％～48％となっている。その中で、70 歳以上は他の年代に比 

べ「素敵なお店がたくさんある」と「素敵なお店がほどほどにある」と回答した人の 

割合が高い。 

また、30 歳代～50 歳代では、「素敵なお店はない」と回答した人の割合が、他の年 

代に比べ高くなっている。
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③  中心市街地にどのような機能が必要か 

【全体的傾向】 

「商業施設」と回答した人が約 63％と最も高く、次いで「医療施設」と回答した 

人が約 12％となっている。 

【年代別にみた特性】 

各世代とも、「商業施設」と回答した人が最も多く約 47％～75％となっている。特 

に、20 歳～50 歳代でその割合が高い。 

一方、「福祉施設」、「医療施設」と回答した人の割合は、年代が上に行くほど高く 

なっている。 

（３）市民ニーズの分析 

市民ニーズを把握する調査結果からみて、中心市街地を来街する目的の第一に「豊橋 

駅の利用」が挙げられており、「豊橋駅」の利便性の高さが高く評価されていることが

裏付けられているのに対して、中心市街地を来街しない理由としては「魅力的な店舗が

少ない」ということが改めて認識された。 

中心市街地に必要な機能として「商業施設」と回答した市民が多く、商業を核とした 

中心市街地の活性化を推進していくことが求められている。 
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［５］中心市街地活性化の課題 

（１）コンパクトシティを具現化する都市整備 

   人口減少や少子高齢化への対応、地球環境への負担軽減、都市基盤の効率的活用等の 

観点から、拡大してきた市街地整備に対し、市街地に都市機能や人口を集中させ、次の 

時代を見据えた都市整備が求められている。 

    特に、中心市街地はコンパクトシティの実現にふさわしいエリアであり、豊橋駅を中 

心として、公共交通や駐車場・駐輪場、商業・業務系施設も集積し、近年では「こども 

未来館（ここにこ）」や「穂の国とよはし芸術劇場（プラット）」などが整備され、一定 

の都市施設が整備されている。しかし、まだ都市施設は満足しているとはいえず、新た 

な都市施設の中心市街地への誘導や整備が必要と考えている。 

（２）商業・サービス業のさらなる活性化のための仕組みづくり 

 大型スーパーやショッピングモールの郊外化により、中心市街地での商業、特に小売 

りは、近年では若干盛り返してはいるものの、依然低調な状況が続いている。 

    しかし、本市の中心市街地には、ファッショナブルで魅力的な店舗が多数出店してお 

り、近隣地域からの固定的な買物客も一定数いると思われる。さらに飲食店をはじめと

するサービス業は、公共交通機関の結節点である豊橋駅周辺に集積し、その求心力から

出店が相次いでおり、元気な様相をみせている。 

   こうしたことから、店舗の情報発信を支援したり、集客イベントにより中心市街地を 

訪れ、実際に店舗に触れる機会を提供したりすることで、市民に個々の店舗の魅力や中 

心市街地における魅力的な店舗の集積の高さを知ってもらうことが商業・サービス業の 

さらなる活性化に必要と考えている。あわせて、新規出店を促していくことも必要と考 

えている。 

（３）中心市街地内の居住促進 

   中心市街地内の居住者が拡大すると、生活基盤となるコミュニティの形成が図られ、 

中心市街地における交流が促進されるとともに、日常生活を主体とした経済活動が活発 

となる。 

   しかし、都心居住の現状をみると、新たな都心居住ニーズによる人口流入がみられる 

ものの、老朽化等既存の住宅事情による従来の居住者の流出も若い世代に見受けられる。   

また、中心市街地においても、少子高齢化、世帯の少人数化、人口減少などが進めば   

  コミュニティの希薄化につながることから、今後はこうした都心居住を取り巻く背景を

考慮した多様な住まいの供給と生活支援商業の誘致・整備などが必要と考えている。 

（４）多様な交通手段でのアクセシビリティの向上と公共交通の利用促進 

   中心市街地のにぎわいを確保するためには、多様なアクセス手段に対応することが必 

要である。 

   中心市街地は、豊橋駅を中心に鉄道、路面電車、バス路線が広がり、さらにタクシー 

乗り場が整備されているなど、本市の公共交通の拠点となっており、公共交通の利用促 

進及び地球環境問題に配慮した省エネルギー社会の実現の観点から、公共交通のさらな 

る利便性の向上と公共交通機関の利用、徒歩や自転車での来街を促す意識啓発が必要で 

ある。 
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 一方、現実性に鑑み、自家用車でのアクセスも容易にするための環境づくりも必要 

と考えている。 

［６］中心市街地活性化の基本的方針 

（１）にぎわいの交流空間を形成するまちづくりの推進 

新たな魅力拠点を整備し、中心市街地全体のステイタスを高め、さらなる民間投資を 

促し、一層魅力的な店舗等を集積させる。 

また、集客イベント等を実施することで多くの人を中心市街地に誘導し、当エリアの 

魅力に触れられる機会を提供することなど、再来街を促す仕組みづくりに取り組む。 

このようなまちづくりの推進において、中心市街地で自発的に活動する学生や諸団体 

との積極的な連携を図る。 

（２）回遊したくなる魅力づくりの推進 

   拠点となる「こども未来館（ここにこ）」や「穂の国とよはし芸術劇場（プラット）」 

の魅力向上を図るほか、施設利用者をまちなかに誘導する仕組みづくりに取り組む。 

また、大型商業施設や新たに再開発事業に着手する駅前大通二丁目地区を拠点と位置 

付け、点在する魅力ある店舗と効果的に連携させていく。 

さらに、鉄道、路面電車、バス、タクシーなどの公共交通の利用の促進にあわせ、徒 

歩、自転車のほか自家用車での来街の利便性にも配慮し、回遊したくなる魅力づくりを 

推進する。 

（３）快適に暮らせるまちづくりの推進 

   多様な世代やライフスタイルに応じた住宅供給がなされるよう、再開発事業など民間 

投資の促進に取り組む。 

また、生活者が安心してまちに出かけ、まちを楽しめるよう、生活に密着した商業の 

配置や、緑及び景観に配慮したまちなみの形成など生活基盤の充実に努める。 

さらに、コミュニティの形成を促進するとともに、すべての人にやさしく快適で潤い 

のある暮らしの実現に努め、快適に暮らせるまちづくりを推進していく。 
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２．中心市街地の位置及び区域 

［１］位置 

位置設定の考え方 

豊橋市の中心部は、東三河地域の中心として、商業機能、行政機能、業務機能、交

通機能等の集積が図られ、様々な経済活動、文化活動等が営まれている。このような

重要な役割を担ってきた地域の元気をなくしていくことは、豊橋市のみならず東三河

地域全体の活力を低下させることに結びつく大きな問題となる。そのため、歴史的な

経緯や既存の集積を踏まえて、本計画においても、豊橋駅を中核としたエリアを中心

市街地とする。 

（位置図） 

［２］区域 

区域設定の考え方 

中心市街地活性化の 3つの基本的方針に基づく中心市街地の区域の考え方から、本

計画において都市機能の増進及び経済活力の向上を総合的かつ一体的に推進するため

に、第１期計画の中心市街地活性化基本計画区域（103ｈａ：波線）にＪＲ豊橋駅西口

エリアを加えた 125ｈａを中心市街地の区域として新たに設定する。 

豊橋駅西口エリアについては、第 1 期計画では大きな事業の計画がなかったため区

域から外していたが、元来中心市街地のエリアとして豊橋駅東口と同様に開発を進め

てきた。ここ数年、豊橋駅西口エリアにも魅力的な店舗が集積し、それらの店舗と連

携した婚活イベントや飲食店を「はしご」する回遊イベントも盛んに行われており、

このような取組をとおして豊橋駅東西の人の往来を促すことで東西の来街者増の相乗
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効果が見込まれる。これらのソフト事業は両エリアで行うことで高い効果が見込まれ、

これまで整備してきた豊橋駅東口エリアの歩行者通行量の増加などさらなるにぎわい

を創出する上でも、豊橋駅西口エリアの拡大が必要である。また、長年の取組により

豊橋駅東口エリアのハード整備が順当に進み、今後は、豊橋駅西口エリアにおいても

駅前広場の利便性を図る再整備などを検討することで、周辺の再開発の機運を醸成す

るとともに、新たな民間投資を促すなどエリアの再生を図る必要があるため区域に加

えた。 

（区域図）

中心市街地に望まれる姿  

【これまでの中心市街地】 

本市の中心市街地は、昭和 21 年度から昭和 34 年度までに行われた戦災復興土地区

画整理事業により現在の都市基盤が整備された。高度経済成長期に入ると複数の大型

商業施設が開業し、映画館等の娯楽施設も多数存在したことから、中心市街地は、ま

ちを歩く、買物をする、食事や映画を楽しむなど、様々な魅力で人々をひきつける空

間として多くの市民に親しまれるようになった。そして、このような街の様相は、平

成の初めごろまで続いた。 

しかし、その後の市民病院の郊外への移転、宅地の郊外化や大規模商業施設の郊外

への相次ぐ立地、百貨店等の相次ぐ閉鎖などにより、中心市街地の魅力は薄れてきた。 

【中心市街地のポテンシャル】 

現在の中心市街地は、公共交通の結節点である豊橋駅を中心に、依然として商業・

サービス・業務機能が集積しており、都市拠点としての高い利便性を背景とした飲食

店等の出店による空き店舗の減少、都市型マンションの供給による居住者の増加など

が大きな特徴となってきている。さらに近年では、「こども未来館（ここにこ）」や「穂

の国とよはし芸術劇場（プラット）」といった公共施設が開館したことにより、市民が

中心市街地を訪れ楽しむ機会が増えてきている。 

：第２期計画 

：第１期計画 
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【中心市街地のこれから】 

これから中心市街地をさらに活性化させるためには、中心市街地の利便性の高さを

活かしていくこと、市民が中心市街地に親しみを持てる機会を創出していくことが重

要である。 

また、戦後整えられた都市基盤は、人口減少や少子高齢化、低炭素化社会への対応

などの社会経済情勢の変化に対応可能な構造を備えており、中心市街地エリアの中で

分散化している機能を集積させ、コンパクトな都市づくりにおける重要拠点の役割を

果たしていくことが重要である。 

【望まれる中心市街地の姿の実現に向けて】 

そこで今後は、豊橋駅を核としてさらに商業・業務・サービス機能を集積させ、そ

の周辺では、都心居住者や市民の生活を支える生活商業機能を配置して都心居住を促

進していく。 

同時に、中心市街地を彩る「通り（軸）」もその位置付けを明確にし、それぞれに都

市の風格と魅力を醸し出すような、歩いて楽しいまちなみ空間形成を積極的に進めて

いく。 

このような中心市街地の望まれる姿の実現のために、選択と集中により効果的な施 

策を展開するとともに、イベントの開催など中心市街地を訪れる機会をさらに提供す 

るほか、この中心市街地を舞台に活躍する商業者や諸団体等、様々な人々が関わりを 

深め、時代に相応しい中心市街地づくりを進める。 
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［３］中心市街地要件に適合していることの説明 

（１）第 1号要件 

当該市街地に、相当数の小売商業者が集積し、及び都市機能が相当程度集積しており、 

その存在している市町村の中心としての役割を果たしている市街地であること 

●説明 

本市の中心市街地は、東三河地域の中心市街地として、相当数の小売商業、事業所、

公共公益施設等が集積し、様々な都市活動が展開されるなど、経済的・社会的に中心

的な役割を担っている地域である。 

○商業機能が集積 

小売業は大規模店舗の郊外・周辺都市への立地が進むなか、中心市街地の小売業の

店舗数、従業者数、年間商品販売額ともに、市内総数に占める割合は約 14％～23％で

あり、商業機能が集積している。 

[小売業の状況] 

区 分 中心市街地(A） 豊橋市(B） 対市割合(A/B）

店 舗 数 739 店 3,159 店 23.4％

従 業 者 数 3,791 人 23,210 人 16.3％

年間商品販売額 584 億円  4,181 億円 14.0％

（資料：平成 19 年商業統計調査）

○業務機能が集積 

中心市街地では全事業所数が減少傾向にあるなか、中心市街地の占める割合は依然

として約 12％～15％であり、業務用途における中心地としての役割を担っている。 

[事業所の状況]  

区  分 中心市街地(A） 豊橋市(B） 対市割合(A/B）

事 業 所 数 2,618 事業所 16,906 事業所 15.5％

従 業 者 数 20,504 人 167,107 人 12.3％

（資料：平成 21 年経済センサス－基礎調査） 
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○行政機能が集積 

中心市街地及びその周辺には、国・愛知県の出先機関が立地するとともに、市役所

をはじめとする各種公共公益施設が集積しており、様々な行政サービスが展開されて

いる。 

[中心市街地及び周辺地域に立地する主な公共公益施設]   

行政施設 

豊橋市役所 

駅前窓口センター 

市民センター 

愛知県東三河総合庁舎 

愛知県東三河建設事務所 

豊橋警察署 

豊橋地方合同庁舎 

ハローワーク豊橋 

豊橋税務署 

名古屋法務局豊橋支局 

東三河県民生活プラザ 

文教施設 

美術博物館 

三の丸会館 

公会堂 

市民プール 

武道館 

こども未来館（ここにこ） 

文化財センター 

小中学校（3） 

幼稚園（3） 

専修学校（6） 

穂の国とよはし芸術劇場（プラット） 

医療･福祉 

施設 

八町地域福祉センター 

救急告示病院（3） 
病院･療養所（7） 

保育園（2） 

○交通機能が集積 

本区域内には、ＪＲ東海道新幹線、ＪＲ東海道本線、ＪＲ飯田線、名古屋鉄道名古

屋本線、豊橋鉄道渥美線及び路面電車など、各種の公共交通機関が集まっており、豊

橋駅は東三河地域で最も多い乗客数となっている。 

[公共交通機関の利用者の状況]          

（単位：人／日） 

区  分 平成 24 年度 

豊橋駅(JR･名鉄)          43,410 

新豊橋駅(渥美線)          8,391 

路 面 電 車          7,953 

路 線 バ ス          14,010 

タ ク シ ー           5,290 

※豊橋駅、新豊橋駅は鉄道の乗客数、路面電車、路線バス、タクシーは輸送人員  

（資料：豊橋市統計書）
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（２）第２号要件 

当該市街地の土地利用及び商業活動の状況等からみて、機能的な都市活動の確保又は 

経済活力の維持に支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認められる市街地であること 

●説明 

本市では中心市街地の小売業の集積の低下、事業所数が減少傾向にあり、機能的な

都市活動や経済活力の維持に支障が生じるおそれがある。 

○小売業の集積が低下 

市全体の小売業の商店数・年間商品販売額はともに減少しているなか、名古屋市、

浜松市方面への買物客の流出や、郊外に大規模小売店の立地が進むなど、中心商業地

の疲弊が進み、全市に占める割合は、平成3年から19年にかけて商店数において4.1％、

年間商品販売額において 15％減少している。 

[小売業商店数の推移] 

※中心市街地の数値は松葉・松山・新川校区の合計 

（資料：商業統計調査） 

[小売業年間商品販売額の推移] 

※中心市街地の数値は松葉・松山・新川校区の合計 

（資料：商業統計調査と市独自調査により推計） 
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○業務機能の集積が低下 

事業所数は、市全体では減少に歯止めがかけられたものの、中心市街地での減少が

顕著となっており、全市に占める割合は、平成 3年から平成 21 年にかけて 6.5％減少

している。 

[事業所数の推移] 

※中心市街地の数値は松葉・松山・新川校区の合計 

（資料：平成 3年～18年：事業所・企業統計調査、平成 21年：経済センサス－基礎調査） 

○居住人口が減少 

市全体の人口が減少局面に入るなか、中心市街地の人口の減少は、やや持ち直して

いる。市全体に占める中心市街地の人口割合も、低下から横ばいに推移しつつあるが、

増加にはいたっていない。 

[中心市街地における人口の推移]  

※中心市街地の人口は中心市街地の区域に属する 32 行政町別人口の合計 

各年 4月 1日の人口     （資料：住民基本台帳及び外国人登録） 
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○歩行者通行量が減少 

「駅前商業ゾーン」における休日の歩行者通行量は、平成 10 年から 19 年にかけて

減少し、平成 25 年には増加に転じたものの、平成 10 年の半数程度となっている。 

[駅前商業ゾーンにおける休日の歩行者通行量の推移] 

                  （単位：人） 

区  分 平成 10 年 平成 15 年 平成 19 年 平成 25 年 

と き わ 通 り 7,566 4,878 2,475 2,670

広 小 路 通 り 15,234 9,618 9,078 9,095

駅前大通り（北側） 4,175 2,350 2,090 1,745

駅前大通り（南側） 8,960 3,762 2,898 1,637

ペデストリアンデッキ
（南北） 14,132 8,203 7,423 5,506

ココラフロント
(旧西武百貨店)前 11,159 4,601 4,179 4,404

南口自由連絡通路 7,475

合    計 61,226 33,412 28,143 32,532

（資料：豊橋市） 

「生活商業ゾーン」における平日の歩行者通行量は、平成 25 年に増加に転じたもの

の、平成 3年と比較すると半数程度となっている。 

[生活商業ゾーンにおける平日歩行者通行量の推移] 

        （単位：人） 

区  分 平成3年 平成7年 平成11年 平成15年 平成19年 平成25年

札木通り 853 987 478 701 304 503

花園通り 1,362 548 830 1,013 1,141 1,002

魚町通り 1,635 757 563 529 320 398

合 計 3,850 2,292 1,871 2,243 1,765 1,903

（資料：平成 3年～19年：豊橋商業高校調査、平成 25年：豊橋市独自調査）
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（３）第３号要件 

 当該市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上と総合的かつ一体的に推進 

することが、当該市街地の存在する市町村及びその周辺の地域の発展にとって有効かつ 

適切であると認められること 

●説明 

本市の中心市街地は、周辺市町を含めた都市構造の核として社会的なインフラを有

し、中心市街地を活性化するために実施する各事業は、東三河振興ビジョン、東三河

地方拠点都市地域基本計画、第５次豊橋市総合計画、豊橋市都市計画マスタープラン

等の上位計画との整合を図りながら推進しており、豊橋市のみならず東三河地域全体

の発展に有効かつ適切である。

○東三河振興ビジョン 

（平成 25 年 3 月策定） 

「地域が一体となって自立した東三河をつくる」を基本理念とし、東三河の魅力の

創造・発信が重点的な施策の方向性として位置づけられている。 

主な取組として、にぎわいを生む都市の魅力づくりのために、中心市街地である豊

橋駅周辺は、「東三河の顔」として、「穂の国とよはし芸術劇場（プラット）」を核とし

たイベントの展開や商業の活性化、まちなか居住の推進等、中心市街地活性化の推進

や地域を支える社会基盤の整備として、駅施設の改善や輸送サービスの向上に努める

こととしている。 

○東三河地方拠点都市地域基本計画 

（平成 6年 2月策定、平成 18 年 10 月改訂） 

愛知県東部の 11 市町村（現在合併により 8市町村）で策定した「東三河地方拠点都

市地域基本計画」のなかで、本市の中心市街地は「豊橋駅前拠点地区」に設定されて

いる。 

東三河地域の玄関口として、広域的な交通結節機能の集約と拡充を図るとともに、

周辺市街地の再開発を行うことにより、本地域の商業・業務・文化の中枢となる高次

都市機能の集積を図る地域として位置付けられている。 

○第５次豊橋市総合計画 

（平成 23 年 3 月策定） 

中心市街地においては、特に重点的に対応していく取組として「まちなかにぎわい

プラン」が掲げられており、中心市街地の空洞化の進行を防ぎ、活性化を図るため、

「魅力拠点創造プロジェクト」や「にぎわい創出プロジェクト」による芸術・文化交

流の促進、魅力ある商業・サービス業の集積や都心居住の推進などの施策を行うこと

としている。 
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○豊橋市都市計画マスタープラン 

（平成 23 年 3 月策定） 

豊橋らしさを活かしたまちをつくりあげるため、都市ビジョンとして「歩いて暮ら

せるまち」、「水と緑にふれあうまち」、「元気に輝くまち」の３つを掲げ、目標像別の

方針において、中心市街地は東三河の中心にふさわしい都市拠点の形成や子どもから

高齢者までさまざまな年代の人々が広域から集まり、交流するような事業等を展開す

ることとしている。
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３．中心市街地の活性化の目標 

［１］中心市街地活性化の目標 

「にぎわいの交流空間を形成するまちづくりの推進」、「回遊したくなる魅力づくり

の推進」、「快適に暮らせるまちづくりの推進」の基本的方針に基づき、中心市街地活

性化の目標を以下のとおりとする。 

目標１：にぎわいの創出 

  新たな都市機能を中心市街地に誘導、整備するとともに、魅力ある商業・サービ

ス業の開業促進や歴史的、文化的魅力を活用して来街者の増加を図る。 

駅前大通二丁目地区の市街地再開発事業を新たな拠点として整備することにより

地区の魅力アップを図り、「こども未来館（ここにこ）」、「穂の国とよはし芸術劇場

（プラット）」の既存拠点と連携するとともに、エリア内の魅力的な店舗とつなげる

仕組みづくりに取り組む。また、エリア内の魅力店舗を効果的に情報発信するほか、

回遊性を生み出す。 

このような取組の推進においては、中心市街地を舞台に活動する様々な団体と積

極的に連携を図る。 

目標２：商業・サービス業の活性化 

買物客や飲食を楽しむ人を他地域に流出することをできるだけ食い止めるよう、

魅力的な店舗の情報発信に努めるなど、「魅力店舗の見える化」に取り組む。 

    また、元気で魅力ある商業や飲食業を含むサービス業を誘致・整備し、来街者の

選択が可能となる多様性の確保に取り組む。  

さらに、都心居住に対応した日常生活に必要な商業・サービス業の誘致・整備に

取り組む。 

目標３：まちなか居住の促進 

公共交通機関を活用しやすい当エリア内には、多様な世代やライフスタイルに応

じた住宅を再開発事業等により供給していく。 

また、安心で快適な都心ライフスタイルを実現させるため、緑や景観に配慮した

環境整備に取り組み、清潔で安全なまちづくりを推進するほか、都心居住の利便性

に配慮した日常生活に必要な商業機能及び趣味や娯楽等のサービス機能の誘致・整

備に取り組む。 

目標１： にぎわいの創出 

目標２： 商業・サービス業の活性化 

目標３： まちなか居住の促進 
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［２］計画期間の考え方 

本計画の計画期間は、平成 26 年 4 月から、すでに進捗している事業と本計画で位置

づけた主な事業を実施する時期を踏まえ、平成 31 年 3 月までの 5年間とする。 

［３］数値目標を設定する指標の考え方 

中心市街地活性化の目標の達成状況を総合的、客観的に把握し、必要なフォローア

ップをするために、次の３つの指標を掲げ数値目標を設定する。 

指   標 活性化の目標 

（１）休日歩行者通行量 人 にぎわいの創出 

（２）空き店舗数 店舗 商業・サービス業の活性化

（３）中心市街地の人口 人 まちなか居住の促進 

（１）休日歩行者通行量 

大規模商業施設や商店街、文化交流拠点などを行きかう人々の往来は、中心市街地の 

集客力と来街者の回遊によるにぎわいの状況を示すことから、「目標１：にぎわいの創 

出」の総合的な評価につながる指標である。 

本計画においては、各事業が複合的に展開される駅前近隣の地区を「商業・サービス 

業重点地区」と位置付け、飲食等のサービス業の活性化にも取り組むことから、午前11 

時から午後10時までを調査時間とした「休日歩行者通行量」を指標とする。 

   なお、第１期計画では「生活商業ゾーン」と位置付けたエリアにおいて商店街及びス 

ーパーマーケットのリニューアル事業による、にぎわいを創出する成果指標として当ゾ 

ーンの平日歩行者通行量を設定した。結果として通行量の数値は目標値に達しなかった 

が、事業の完了によりスーパーマーケットの来店客もリニューアル前に比べ増加すると 

ともに、この地区における集客の拠点ともなり周辺の店舗にも好影響を与えていること 

から、今後も一定のにぎわいは保たれると考えられるため本計画の指標から外した。 

（２）空き店舗数 

中心市街地の空き店舗数は、商業・サービス業が集積するエリアの空洞化について数 

値的に表すものであり、空き店舗の解消は中心市街地の空洞化を解消し、商業・サービ 

ス業の集積を示すことから、「目標２：商業・サービス業の活性化」の評価につながる 

指標である。 

   なお、第１期計画で設定した指標「小売業年間商品販売額」は、毎年度の数値が公表 

されないことから定期的なフォローアップができないため本計画の指標から外した。 

（３）中心市街地の人口 

中心市街地の人口は、居住の実態として都心居住のニーズを表すとともに、生活者の 

満足度や、中心市街地におけるコミュニティの状況を示すことから「目標３：まちなか 

居住の促進」の評価につながる指標である。 

これらの指標はいずれも定期的なフォローアップが可能で、市民にもわかりやすいも 

のである。 
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［４］具体的な数値目標の設定  

（１）休日歩行者通行量

① 事業展開と数値目標の設定 

現況値は平成 25 年に実施した「中心市街地通行量調査」における商業・サービス業

重点地区（7地点）の休日歩行者通行量とする。 

平成 25 年 4 月に開業した「穂の国とよはし芸術劇場（プラット）」の集客効果が期

待されるとともに、今後は、駅前大通二丁目地区第 1 種市街地再開発事業における公

共機能の導入や魅力的な商業・サービス業の誘致など、まちなか回遊の拠点としての

整備をはじめ、情報発信機能の強化、商店街を主体とした歩行者天国等の交流イベン

ト等を本計画に位置付け、中心市街地のにぎわいの向上を図る。 

本計画の取組により、目標年次における休日歩行者通行量の目標値を 60,000 人と設

定する。 

指 標 現況値（H25 年度） 目標値（H30 年度） 備 考 

休日歩行者通行量 ５６，１８３人/日 ６０，０００人/日 
中心市街地 
通行量調査  

［休日歩行者通行量の目標設定］ 

現況値（H25 年度）：56,183 人 

・ 中心市街地通行量調査(７調査地点合計) 

現況からみた目標年次の推計：50,177 人 

本計画で位置づけた事業の効果等：約 9,000 人 

○ 豊橋駅前大通二丁目地区第 1種市街地再開発 

事業（まちなか広場（仮称）整備事業を含む） 

：+4,966 人 

○ まちなか図書館（仮称）整備事業：+2,662 人 

○ まちなか情報発信の強化：+175 人 

○ その他の事業効果(回遊)：+1,684 人 

目標値（H30 年度）: 60,000 人 ≒ 事業効果による見込み：59,177 人 

目標値設定の基礎となる主な事業 

○ 豊橋駅前大通二丁目地区第１種市街地再開発事業 

○ まちなか広場（仮称）整備事業 

○ まちなか図書館（仮称）整備事業 

○ まちなか情報発信の強化 

 ○ その他の事業効果（回遊）
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② 現況からみた目標年次における通行量の推計 

休日歩行者通行量の推移は、前述の通り南口自由連絡通路、ココラフロント前など

豊橋駅周辺を中心に増加している。これは、ココラアベニューの開設、新豊橋駅の移

設などによる効果と考えられる。 

今後、拠点事業がない場合、これまでの傾向が続くとすると、目標年次である平成

30 年の午前 11 時から午後 5時までの通行量は約 25,558 人になると推測される。 

現況から平成30年にかけての午前11時から午後5時までの休日歩行者数減少率は、

25,558/28,617 人＝89.31％である。 

一方、午後 5時から午後 10 時までの休日歩行者数は、本年度初めて計測したもので

あり、経年的な推移は把握できない。そこで、夜間も昼間と同じ傾向で、平成 30 年ま

で推移すると想定すると、午前 11 時から午後 10 時までの休日歩行者通行量は、56,183

人×89.31％≒50,177 人と推計される。 

                    [休日歩行者通行量 午前 11時～午後 10時（H25 現況値）] 

[昼間時間帯の休日歩行者通行量の推移と目標年次(H30)の推計] 

調 査 地 点 休日(人) 

① ときわ通り 5,249

② 広小路通り 15,337

③ 駅前大通り（北側） 1,956

④ 駅前大通り（南側） 2,505

⑤ ペデストリアンデッキ（南北） 9,504

⑥ ココラフロント前 9,215

⑦ 南口自由連絡通路 12,417

合   計 56,183

（資料：「中心市街地交通量調査」（平成 25年 9 月調査））

[休日歩行者通行量の調査地点]   
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③ 事業効果の想定 

○豊橋駅前大通二丁目地区第 1種市街地再開発事業 

本市の中心市街地のにぎわい・回遊拠点としての機能を有していた狭間児童広場、名 

豊ビル、開発ビル等のリニューアルを図り、商業・業務・住宅機能とまちなか広場（仮

称）やまちなか図書館（仮称）を含む公共公益機能を一体的に整備し、本市の中心市街

地のにぎわいの創出を図っていくものである。 

本事業による事業効果は、狭間児童広場の再整備により出来上がる再開発事業全体へ 

の来訪者を想定し試算する。 

来訪者数は、豊橋駅南口駅前広場に隣接している豊橋駅東口駅南地区都市拠点開発事 

業による商業等複合施設（ココラアベニュー）の利用者数の実績を参考に本事業による

来訪者数を設定する。 

商業等複合施設の利用者数は約 1,800 人／日である。本事業の来訪者数は、豊橋駅前 

大通二丁目地区第 1 種市街地再開発事業と商業等複合施設の敷地面積比より算出するこ

ととし、1,800 人／日に面積比 1.6 を乗じて、2,880 人／日と想定する。 

また交通手段別分担率は、「大規模小売店舗を配置する者が配慮すべき事項に関する指 

針（H19.2.1 経済産業省告示第 16 号）」より、自動車分担率(%)=12.5＋0.055L（L は駅か

らの距離(m)）を用いて算出する。本事業で来訪する人数のうち、休日歩行者通行量にカ

ウントするのは、自動車以外でアクセスする人数とする。駅からの距離は 300ｍであり、

自動車分担率(%)は 29％、自動車以外の分担率は 71％と設定する。 

これにより、 

本事業による歩行者通行量増加数＝1,800 人／日×1.6×71％×2（行き、帰りの２カウント）

＝2,880×71％×2＝4,090 人／日 

と推計する。 

  なお、再開発事業により供給される住宅の新規居住者による歩行者通行量増加分につ

いても事業効果として見込む。 

豊橋駅前大通二丁目地区第 1種市街地再開発事業 200 戸×2.19 人/戸＝438 人 

※2.19 人/戸＝中心市街地における１世帯当たり人員（平成 25 年度） 

 これにより、 

新規居住者による歩行者通行量増加分＝438 人×1地点×1回（１日）×2（行き、帰りの２カ

ウント）＝876 人／日 

と推計する。 

○まちなか図書館(仮称)整備事業 

当事業に関する想定集客数と交通手段分担率より、歩行者を推計する。 

想定集客数は、中央図書館の実績値をよりどころに推計する。中央図書館の実績値は、

年間約40万人が来訪し、そのうち土曜、祝休日は約1,500人／日の来訪数となっている。 

本図書館の想定集客数は約 50 万人であることから、土曜、祝休日の来訪数は、1,500

人×50/40 万人＝1,875 人／日となる。 

また交通手段別分担率は、豊橋駅前大通二丁目地区第 1 種市街地再開発事業に伴う事

業であることから、上記と同様に自動車以外の分担率は 71％とする。 

これにより、 

図書館の集客による増加数＝1,875 人／日×71％×２（行き、帰りの 2 カウント）＝1,331 人

×2＝2,662 人／日 

と推計する。 
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○まちなか情報発信の強化 

「中心市街地利用促進に関するアンケート調査：平成 24 年 3 月」によると、中心市街

地の店舗や施設をＰＲするマップの配布を行った場合、中心市街地を訪れる機会が「か

なり増えると思う」といった回答が約 5.7％あり、「少し増えると思う」との回答と合わ

せると 56％であった。 

これにより、マップの配布等まちなか情報発信の強化を図ることにより、訪問する意

向の高い約 5.7％の市民が年１回休日に中心市街地を訪れることを想定する。 

まちなか情報発信の強化による来訪者の増加数≒豊橋市の人口 320,000 人（年齢層 10～70 歳

代）×5.7％÷52 週÷2（土・日いずれか１回）≒175 人／日 

と推計する。 

○その他の事業効果 

（豊橋駅前大通二丁目地区第 1種市街地再開発事業及びまちなか図書館(仮称)整備事 

業による回遊効果） 

平成 17 年度に実施した「こども未来館プレイベント」では、イベントへの参加のほか

に買物や食事等で商店街へ立ち寄る者の割合は約 40％であるといった調査結果がある。

豊橋駅前大通二丁目地区第 1 種市街地再開発事業及びまちなか図書館(仮称)整備事業に

よる回遊効果によるにぎわいが、施設周辺の商店等へ波及することが期待される。 

これにより、上記事業により約 40％の人は目的地以外の中心市街地にも立ち寄るもの

と想定する。 

回遊による来訪者の増加数＝上記事業による増加数×40％＝（2,880+1,331）人×40％≒1,684

人 

と推計する。 

④ 平成３０年３月変更における状況 

【休日歩行者通行量について】 

豊橋駅前大通二丁目地区第１種市街地再開発事業、まちなか図書館（仮称）整備事業、 

その他の事業効果については、当初の計画より事業に遅れが生じ、計画期間内に効果が 

発現しない見込みである。 

一方、平成２８年度定期フォローアップにおいて、歩行者天国事業や駅前広場を活用 

した集客イベントの効果等により、休日歩行者通行量は、64,680 人とすでに目標を達成

しているところである。 

さらに、以下の事業を追加することによって目標達成に向けて引き続き取り組む。 

・とよはしクリスマスマーケットの開催 

・ええじゃないかとよはし映画祭の開催 

・ガクセイ魅力デジタルマップづくり 

・コミュニティ活動等促進事業 

・まちなかピクニック事業 

・豊橋まちゼミの開催 
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（２）空き店舗数 

① 事業展開と数値目標の設定 

現況値は平成 25 年 3 月における空き店舗数とする。 

本計画では、現在、中心商業地において（株）豊橋まちなか活性化センターが実施し

ている商店街空き店舗対策事業による出店誘導に加え、出店希望者に対する情報提供、

短期間出店希望者への補助などの支援を積極的に実施し新規出店を促進させる。 

本計画の取組により、目標年次における空き店舗数の目標値を 90 店舗と設定する。 

指 標 現況値（H24 年度） 目標値（H30 年度） 備 考 

空き店舗数 １０７店 ９０店 空き店舗調査 

［空き店舗数の目標設定］ 

現況値（H24 年度）：107 店舗 

・ 平成 24 年度空き店舗数 

現況値からみた目標年次の推計：110 店舗 

本計画で位置づけた事業の効果等：20店舗の改善 

○商店街空き店舗対策事業：10店舗 

○テナントコンバートチャレンジ事業：2店舗 

○まちなかインキュベーション＆チャレンジング 

事業：4店舗 

○優良建築物等整備事業：4 店舗 

・豊橋駅前大通三丁目地区 
・豊橋広小路三丁目 A-2 地区 

目標値（H30 年度）：90店舗 ≒ 事業効果による見込み：90 店舗 

② 現況からみた目標年次における空き店舗数の推計 

   空き店舗数の推移は、平成 19 年度から平成 24 年度までの業種別店舗数の推移をみ

ると、物販店は減少している一方で、飲食店は増加しており、駅周辺においては空き

店舗となった物販店のあとに飲食店が出店するなどの状況もみられ、結果的に空き店

舗数はほぼ均衡状態で推移してきた。また、本計画においても引き続き空き店舗対策

事業による出店誘導を実施し、空き店舗数についてもこれまでの傾向が続くと推測さ

れる。 

現状の推移から、目標年次の平成 30 年度の空き店舗数は約 110 店舗と推測される。 

目標値設定の基礎となる主な事業 

○商店街空き店舗対策事業 

○テナントコンバートチャレンジ事業 

○まちなかインキュベーション＆チャレンジング事業 

○優良建築物等整備事業 

・豊橋駅前大通三丁目地区 
・豊橋広小路三丁目 A-2 地区 
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 [空き店舗数等の推移] 

資料：（株）豊橋まちなか活性化センター

③ 事業効果の想定 

   ○商店街空き店舗対策事業 

中心商業地において（株）豊橋まちなか活性化センターが実施している商店街

空き店舗対策事業は、平成 20 年度から 24 年度にかけて 16 店舗の出店について補

助した実績を有する。本計画においても、引き続き当事業による積極的な出店誘

導を実施することにより商業店舗の集積をはかり、計画期間中に 10 店舗の空き店

舗の解消を図る。 

○テナントコンバートチャレンジ事業 

中心市街地の店舗経営者の年代は、平成 25 年度に実施した「商業者実態調査」

によると 60 歳代が 28.6％と比率が高く 70 歳代を含めると半数以上が 50 歳代以

上となる。また、今後の経営見通しについて「後継者はいない」、「未定」が 68.4％

にのぼり、経営の継続意向では「廃業予定」が 6.4％ある。 

当事業では、これらの空き店舗となる可能性が高い店舗経営者に対して、店舗

入れ替え等の相談や投げかけを行い魅力ある商業店舗の集積をはかり、計画期間

中に 2店舗の空き店舗の解消を図る。

○まちなかインキュベーション＆チャレンジング事業 

まちなかにおける新規開業者の育成、出店への意欲を高めるため、短期間の出

店に対し補助を行い、計画期間中に 4店舗の空き店舗解消を図る。 

○優良建築物等整備事業 

当事業で新たな商業店舗の出店を見込んでいることから、事業の完了により計

画期間中に 4店舗の空き店舗解消が図られる。 

・豊橋駅前大通三丁目地区  対象地区の空き店舗 2件が解消される 

・豊橋広小路三丁目 A-2 地区 対象地区の空き店舗 2件が解消される 

空き店舗率

平成１９年度 10.9%

平成２０年度 11.3%

平成２１年度 10.1%

平成２２年度 10.4%

平成２３年度 10.9%

平成２４年度 11.0%

1008

974

335

343

346

105

110

107

176

179

165

171

　　　　  　業種
年度

① 物販店

397

376

356

436 304

167 115

178 112

418 1019

425 315 1022

327 103

② 飲食店 ③ サービス ④ 空き店舗 計

1030

1013
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（３）中心市街地の人口 

① 事業展開と数値目標の設定 

現況値は平成 25 年 4 月 1 日における中心市街地の人口とする。 

近年の住宅需要が継続するものとして、良質な都市型住宅の供給を進めることで都

心居住者の増加を図る。 

本計画の取組により、目標年次における中心市街地の人口の目標値を 10,500 人と設

定する。 

指 標 現況値（H25 年） 目標値（H31 年） 備 考 

中心市街地の人口 ９，９９１人 １０，５００人 
４月１日の人口 

（住民基本台帳※）

※中心市街地の区域に属する 37 行政町別人口の合計 

［中心市街地の人口の目標設定］ 

現況値（H25 年）：9,991 人 

・ 平成 25 年 4 月 1 日住民基本台帳行政町別人口により集計 

現況の推移からみた目標年次の推計：9,542 人 

本計画で位置づけた事業の効果等：約 1,000 人 

○ 平成25年度中に完成したマンション：+116 人 

○ 優良建築物等整備事業等による住宅供給：+812 人

目標値（H31 年）：10,500 人 ≒ 事業効果による見込み：10,542 人 

目標値設定の基礎となる主な事業 

○優良建築物等整備事業 

・豊橋駅前大通三丁目地区 
 ・豊橋広小路三丁目 A-2 地区 
 ・豊橋広小路一丁目南地区 

○第 1種市街地再開発事業 

・豊橋駅前大通二丁目地区
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② 現況からみた目標年次の推計 

平成 21 年からの 10 年間で人口をトレンドでみると、平成 31 年は 9,542 人とな

る。 

［中心市街地人口の推移と目標年次（H31）の推計］ 

人口の推計

10,275
10,185

9,991 9,963
9,874

9,786
9,686

9,624
9,542

10,183

10,328

y = -81.276x + 10436

9,000

9,200

9,400

9,600

9,800

10,000

10,200

10,400

10,600

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

平成

人

③ 事業展開と効果の想定 

 ○平成 25 年度中に完成する予定のマンションによる人口増加 

（豊橋駅前大通三丁目賃貸住宅等整備事業） 

53 戸×2.19 人/戸＝116 人

    ※2.19 人/戸＝中心市街地における１世帯当たり人員（平成 25年度） 

○優良建築物等整備事業等による住宅供給 

広小路三丁目周辺地区などを中心として計画されている優良建築物等整備事業や

豊橋駅前大通二丁目地区第 1 種市街地再開発事業などにより供給される戸数から、

中心市街地の人口増加を 812 人と見込む。 

（豊橋駅前大通三丁目地区優良建築物等整備事業） 

66 戸×2.5 人/戸＝165 人 

     ※2.5 人/戸＝1 戸あたりの居住人口は事業実施者からのヒアリングによる 

（広小路三丁目 A-2 地区優良建築物等整備事業） 

24 戸×3.5 人/戸＝84 人 

※3.5 人/戸＝1 戸あたりの居住人口は事業実施者からのヒアリングによる

（広小路一丁目南地区優良建築物等整備事業） 

50 戸×2.5 人/戸＝125 人 

※2.5 人/戸＝1 戸あたりの居住人口は事業実施者からのヒアリングによる 

（豊橋駅前大通二丁目地区第 1種市街地再開発事業） 

200 戸×2.19 人/戸＝438 人  

※2.19 人/戸＝中心市街地における１世帯当たり人員（平成 25 年度）
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④ 平成３０年３月変更における状況 

【居住人口について】 

   広小路一丁目南地区優良建築物等整備事業、豊橋駅前大通二丁目地区第１種市街地再 

開発事業については、当初の計画より事業に遅れが生じ、計画期間内に効果が発現しな 

い見込みである。 

平成２８年度定期フォローアップにおいては、居住人口は、9,789 人であった状況も 

ふまえ、以下の事業を追加することによって目標達成に向けて引き続き取り組む。 

・コミュニティ活動等促進事業 

・都心居住促進事業 

・民間事業者による住宅整備 

［５］フォローアップの考え方 

（１）休日歩行者通行量 

毎年度、休日歩行者通行量を測定する中心市街地交通量調査を実施することにより、 

数値目標について検証を行う。これらの結果を踏まえ、必要に応じて目標達成に関す 

る事業の促進等の改善措置を講じるものとする。 

（２）空き店舗数 

    毎年度、中心市街地の空き店舗調査を実施することにより、数値目標について検証 

を行う。これらの結果を踏まえ、必要に応じて目標達成に関する事業の促進等の改 

善措置を講じるものとする。 

（３）中心市街地の人口 

毎年度、4月１日現在の住民基本台帳により、数値目標について検証を行う。これ 

らの結果を踏まえ、必要に応じて目標達成に関する事業の促進等の改善措置を講じる 

ものとする。 
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４．土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する 

施設の整備その他の市街地の整備改善のための事業に関する事項 

［１］市街地の整備改善の必要性 

（１）現状分析 

本市の中心市街地は、戦災復興土地区画整理事業による骨格道路網の整備や同時に行

われた下水道の整備などにより基礎的な都市基盤が形成された。 

平成 4 年度から 10 年度までにかけて行われた豊橋駅総合開発事業では、東西自由連

絡通路、東口駅前広場、ペデストリアンデッキ等の整備が行われ、鉄道や路面電車、路

線バスなど、豊橋駅を中心とした公共交通の乗り換え利便性が向上し、東三河地域の中

心となる一定の都市基盤が整った。 

その後、ダイエー及び西武百貨店の跡地や、広小路通りなど施設の老朽化が進んだ既

存の商業集積地区においては、再開発事業や民間による大型複合マンション等の整備が

進められた。また、東口駅南地区においては、豊橋鉄道渥美線新豊橋駅の移設に加え、

ココラアベニューと「穂の国とよはし芸術劇場（プラット）」が新たな拠点施設として

整備されたほか、施設とペデストリアンデッキを接続させることで、来街者が快適に歩

行できる新たな回遊ゾーンも形成させた。 

しかしながら当該エリアには老朽化した建築物も数多く存在しており、耐震化や改築、

再開発等を促していく必要も生じている。 

（２）市街地の整備改善のための事業の必要性 

これらの現状を踏まえ、さらなる都市機能の利便性の向上を図り、災害に強く、安全・

快適に移動できる市街地を形成し、中心市街地の都市基盤を強化する必要がある。 

また、老朽施設が集積する既成市街地においては、人口減少や高齢化社会などの社会

情勢を見据え、来街者や居住者にとって魅力のある中心市街地の環境形成を図るために、

市街地再開発事業等による市街地環境の整備改善を促進する必要がある。 

（３）フォローアップ 

毎年度、基本計画に位置づけた事業の進捗状況の調査を行い、着実な推進を図る。 

また、中心市街地活性化の状況や目標指標への効果を把握し、必要に応じて事業の促

進等の改善措置を講じるものとする。
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［２］具体的事業の内容

(1) 法に定める特別の措置に関連する事業 

該当なし 

(2) ①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業  

事業名、内容 
及び実施時期 

実施 
主体 

目標達成のための位置付け及び必要性
支援措置の
内容及び実
施時期 

その他の
事項 

【事業名】 

豊橋駅前大通二丁目

地区第１種市街地再

開発事業 

【内容】 

地区面積：1.5ha 

用途：商業､業務､住

宅､公共公益施設 

【実施時期】 

H26～H36 

豊 橋 駅

前 大 通

二 丁 目

地区 

市 街 地

再 開 発

組合 

本地区は、機能廃止したバスターミナ

ル施設や老朽化が進む建物が存在する

とともに商業機能が低下するなどの課

題を抱えている地区である。 

本事業は、これらの課題を抱えた施設

の一体的な整備をおこなうことで、宅地

の共同化による土地の高度利用を図る

とともに、良好な市街地環境の整備改善

を行う。 

 中低層部に商業・業務・公共公益施設

を配置し、高層部には住宅機能を配置す

ることで、にぎわいの創出、商業・サー

ビス業の活性化及びまちなか居住の促

進を目標とする中心市街地の活性化に

必要な事業である。 

社会資本整

備総合交付

金（市街地再

開発事業） 

H27～H36 

【事業名】 

まちなか広場（仮称）

整備事業 

【内容】 

規模：2200㎡ 

【実施時期】 

H26～H33 

豊 橋 駅

前 大 通

二 丁 目

地区 

市 街 地

再 開 発

組合 

本地区に存する狭間児童広場及び旧

バスターミナル施設を市街地再開発事

業において再整備をおこない、各種イベ

ント等に対応可能な機能及び緑化機能

を配置することで、にぎわいの創出を目

的とする中心市街地の活性化に必要な

事業である。 

社会資本整

備総合交付

金（都市再生

整備計画事

業（都市再構

築戦略事業

（人口密度

維 持 タ イ

プ））） 

H28～H33 

【事業名】 

ストリートデザイン

事業 

【内容】 

通りごとに特色を生

かした歩道等の整備

【実施時期】 

H27～H33 

豊橋市 統一したコンセプトの店舗の集積や、

沿線との調和を図るため、通りごとに特

色を生かしたデザインによる整備を図

る。 

このことは、にぎわいの創出と商業・

サービス業の活性化を目標とする中心

市街地の活性化に必要な事業である。 

社会資本整

備総合交付

金（都市再生

整備計画事

業（都市再構

築戦略事業

（人口密度

維 持 タ イ

プ））） 

H28～H33 
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(2) ②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

事業名、内容 
及び実施時期 

実施 
主体 

目標達成のための位置付け及び必要性
支援措置の
内容及び実
施時期 

その他の
事項 

【事業名】 

豊橋広小路三丁目

A-2 地区優良建築物

等整備事業 

【内容】 

地区面積：0.07ha 

敷地面積：325.34㎡

用途：店舗 

住宅（24戸）

規模：13階建 

【実施時期】 

H24～H26 

豊 橋 広

小 路 三

丁目A-2

地 区 優

良 建 築

物 建 設

組合 

本地区は、人口減少、空き店舗の増加

等による商業機能の地盤沈下、建物の老

朽化などの課題を抱えている地区であ

る。 

本事業は、狭隘な宅地の共同化による

土地の高度利用を図るとともに、良好な

市街地環境の整備改善を行う。 

低層部に商業機能を配置し、中高層部

には高齢者や環境面に配慮した都市型

住宅の供給を行う。 

中心市街地の魅力向上が図られ、にぎ

わいの創出、商業・サービス業の活性化

及びまちなか居住の促進を目標とする

中心市街地の活性化に必要な事業であ

る。 

社会資本整

備総合交付

金（優良建築

物等整備事

業） 

H24～H26 

【事業名】 

豊橋駅前大通三丁目

地区優良建築物等整

備事業 

【内容】 

地区面積：0.2ha 

敷地面積：1,305㎡ 

用途：店舗 

住宅（82戸）

規模：17階建 

【実施時期】 

H25～H28 

優良建

築物等

整備事

業施行

者 

本地区は、空き店舗の増加等による商

業・業務機能の低下及び建物の老朽化な

どの課題を抱えている地区である。 

本業務は、宅地の共同化による土地の

高度利用を図るとともに、良好な市街地

環境の整備改善を行う。 

低層部に商業・業務機能を配置し、中

高層部には住宅機能を配置する。 

中心市街地の魅力向上が図られ、にぎ

わいの創出、商業・サービス業の活性化

及びまちなか居住の促進を目標とする

中心市街地の活性化に必要な事業であ

る。 

社会資本整

備総合交付

金（優良建築

物等整備事

業） 

H25～H28 

(3) 中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

事業名、内容 
及び実施時期 

実施 
主体 

目標達成のための位置付け及び必要性
支援措置の
内容及び実
施時期 

その他の
事項 

【事業名】 

防災広場整備事業 

【内容】 

豊橋駅東口駅南地区

の空地に防災広場を

整備 

【実施時期】 

H25～H27 

豊橋市 豊橋駅東口駅南地区の「穂の国とよは

し芸術劇場（プラット）」に隣接する空地

に、平常時はプラット利用者など来街者

が創作活動や憩いの空間として利用し、

また、災害時には防災拠点施設として活

用する広場を整備する。 

このことは、にぎわいの創出を目標と

する中心市街地の活性化に必要な事業で

ある。 

社会資本整
備総合交付
金（防災・安
全交付金） 
都市防災総
合推進事業 

H25～H27 
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(4) 国の支援がないその他の事業 

事業名、内容 
及び実施時期 

実施 
主体 

目標達成のための位置付け及び必要性

国以外の支
援措置の内
容及び実施
時期 

その他の
事項 

【事業名】 

豊橋広小路一丁目南

地区優良建築物等整

備事業 

【内容】 

地区面積：0.18 ha 

敷地面積：1,130 ㎡

低層部：商業・サー

ビス 

高層部：住宅（50 戸）

規模：15階建

【実施時期】 

H27～ 

個 人 施

行 

本地区は、中心商業地の中でも最も商

業集積の高い東口駅前に位置するが、商

業機能の地盤沈下、建物の老朽化などの

課題を抱えている地区である。 

本事業は、狭隘な宅地の共同化により

土地の高度利用を図るとともに、公共的

空地の確保等、良好な市街地環境を整備

するものである。 

また、低層部に商業施設を配置し、中

高層部に良好な都市型住宅の供給を行

うなど、にぎわいの創出と商業・サービ

ス業の活性化、まちなか居住の促進を目

標とする中心市街地の活性化に必要な

事業である。 

社会資本

整備総合

交付金（優

良建築物

等整備事

業）を検討

【事業名】 

豊橋駅西口地区再整

備調査検討事業（仮

称） 

【内容】 

豊橋駅西口地区の状

況把握、方向性等の

検討 

【実施時期】 

H25～ 

豊橋市 豊橋駅西口地区の今後の再整備等の

必要性や方向性を検討するため、地域住

民や関係者の意向把握を行う。 

このことは、にぎわいの創出と商業・

サービス業の活性化を目標とする中心

市街地の活性化に必要な事業である。 
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５．都市福利施設を整備する事業に関する事項 

［１］都市福利施設の整備の必要性 

（１）現状分析 

中心市街地及びその周辺には、市庁舎をはじめ、多くの国、県、市の施設が立地して

いるとともに、小中学校などの教育施設、保育所などの社会福祉施設やコミュニティの

拠点となる地区・校区市民館もおおむね整備されている。

医療施設については、平成 8年に市民病院が移転したが、豊橋駅西側に総合病院が 1

箇所あり、地区全体としてはその他複数の病院・診療所が存在する。

また、公会堂や豊橋公園内の美術博物館などの文化施設が立地しているほか、平成

20 年 7 月に子どもを中心とした多世代交流施設「こども未来館（ここにこ）」が、平成

25 年 4 月には「穂の国とよはし芸術劇場（プラット）」が開館している。 

（２）都市福利施設を整備する事業の必要性  

東三河地域の中心市街地として、地域の歴史・伝統文化の拠点であるとともに、新た

な都市文化を創造・発信する交流拠点として機能する必要がある。 

そこで、新たなまちなか文化の創造を促し、幅広い世代の交流を促進するための文化・交

流拠点として整備された「穂の国とよはし芸術劇場（プラット）」とともに、「こども未来

館（ここにこ）」での多様な事業展開により、広域から人々が集まるにぎわいの交流空間を

形成していく。さらに、駅前大通二丁目地区における商業等複合施設に公共公益施設を

導入し新たな都市拠点を整備することでエリア全体の底上げを図っていく必要がある。 

（３）フォローアップ 

毎年度、基本計画に位置づけた事業の進捗状況の調査を行い、着実な推進を図る。 

また、中心市街地活性化の状況や目標指標への効果を把握し、必要に応じて事業の促

進等の改善措置を講じるものとする。 

多世代交流施設 こども未来館（ここにこ） 
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穂の国とよはし芸術劇場（プラット）
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［２］具体的事業の内容 

(1) 法に定める特別の措置に関連する事業 

該当なし 

(2) ①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容 
及び実施時期 

実施 
主体 

目標達成のための位置付け及び必要性
支援措置の
内容及び実
施時期 

その他の
事項 

【事業名】 

まちなか図書館（仮

称）整備事業 

【内容】 

豊橋駅前大通二丁目

地区第１種市街地再

開発事業に公共公益

施設導入 

地区面積：1.5ha 

用途：図書館  

規模：4,000㎡以内 

【実施時期】 

H26～H33 

豊橋市 駅前大通二丁目地区市街地再開発事

業において、当該地区の拠点性を高め、

中心市街地の一層のにぎわいの創出と

ステイタス向上を図るため、新たにまち

なか図書館（仮称）を整備する。 

このことは、にぎわいの創出と商業・

サービス業の活性化を目標とする中心

市街地の活性化に必要な事業である。 

社会資本整
備総合交付
金（都市再生
整備計画事
業（都市再構
築戦略事業
（人口密度
維 持 タ イ
プ））） 

H28～H33 

(2) ②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

該当なし 

 (3) 中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

事業名、内容 
及び実施時期 

実施 
主体 

目標達成のための位置付け及び必要性
支援措置の
内容及び実
施時期 

その他の
事項 

【事業名】 

こども未来館交流事

業 

【内容】 

こども未来館（ここ

にこ）における子育

て・体験発見・集い

事業のほかイベント

事業を実施 

【実施時期】 

H20～ 

豊橋市 子どもを中心とした多世代交流施設

として、平成 20 年 7 月に「こども未来

館（ここにこ）」が開館した。当施設の

運営においては、市民と協働した魅力的

な事業展開により、豊橋市内及び周辺地

域から多くの集客が図られている。 

当施設の集客力を中心市街地全体の

にぎわいにつなげるため、周辺商店街の

取組との連携を強化し、地域活性化に波

及効果の高い施設運営を行う。にぎわい

の創出と商業・サービス業の活性化を目

標とする中心市街地の活性化に必要な

事業である。 

①児童環境

づくり基盤

整備事業補

助金 

H20～26 

②子ども・子

育て支援交

付金 

H27～ 

愛知県子

育て支援

対策基金

事業費補

助金 

H25～ 
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【事業名】 

芸術文化育成・創

造・交流事業 

【内容】 

穂の国とよはし芸術

劇場（プラット）に

おいて行われる劇場

の運営 

【実施時期】 

H25～ 

公 益 財

団 法 人

豊 橋 文

化 振 興

財団 

創造活動の活性化と芸術文化を活用

した市民の交流を図るため、若手芸術家

や創造活動の支援を行うとともに、ダン

ス・演劇などの優れた舞台芸術を上演す

る。 

 このことは、にぎわいの創出する中心

市街地の活性化に必要な事業である。 

文化芸術振
興費補助金
（劇場・音楽
堂等活性化
事業） 
H26～ 

文化芸術振
興費補助金
（文化芸術
創造活用プ
ラットフォ
ーム形成事
業）） 
H29～ 

(4) 国の支援がないその他の事業 

事業名、内容 
及び実施時期 

実施 
主体 

目標達成のための位置付け及び必要性
支援措置の
内容及び実
施時期 

その他の
事項 

【事業名】 

豊橋市民センター管

理運営事業 

【内容】 

ボランティアや市民

活動団体の拠点施設

の管理運営 

【実施時期】 

H19～ 

豊橋市 市民活動の拠点施設として市民活動

見本市や市民活動団体向けセミナーを

実施すること、また活動場所や市政に関

する情報等を提供することは、にぎわい

の創出を目標とする中心市街地の活性

化に必要な事業である。 
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６．公営住宅等を整備する事業、中心市街地共同住宅供給事業その他の住宅の供給のため

の事業及び当該事業と一体として行う居住環境の向上のための事業等に関する事項 

［１］まちなか居住の促進の必要性 

（１）現状分析 

中心市街地では、モータリゼーションの進展や都市機能の郊外立地などとともに居住

者の郊外流出も進んでいった。このため中心市街地の人口、特に若い世代は減少し、高

齢化が一層進むこととなった。 

しかし、近年、優良建築物等整備事業や民間のマンション建設により中心市街地内に

高層マンションが建設され始め、多様な世代やライフスタイルに応じた住宅供給が図ら

れ新たな人口の流入がみられるようになっているが、老朽化した家屋も多いことから、

人口流出も続いており、人口増加には至っていない。 

第１期計画期間中に優良建築物等整備事業により建設されたマンション居住者の状

況をみると、20 代から 70 代以上の様々な世代 140 人余が入居し、特に 30 代から 50 代

の者が多い。 

中心市街地は都市基盤や商業施設、福利施設などの既存ストックの集積により、生活

利便性の高い地域であり、多様化する市民ニーズに応じ、歩いて暮らせる持続可能な環

境整備が可能である。住宅供給をさらに促進することにより、活発なコミュニティが形

成され、快適で潤いのある暮らしやすい中心市街地とすることができる。 

【優良建築物等整備事業により建設されたマンション居住者のアンケート調査結果】 
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（２）まちなか居住を促進する事業の必要性 

これらの現状を踏まえ多様な世代やライフスタイルに応じた住宅供給を図ることが

求められており、老朽化した建物の更新を促し、次世代に向けて良質な住宅を提供する

必要がある。 

また、歩いて暮らせる生活空間は、若者だけではなく高齢者にとっても安心して暮ら

せる環境でもあり、高齢者が安心して移動できる環境を整備するとともに、コミュニテ

ィの再生を図り、生きがいのある暮らしができる環境を形成する必要がある。 

現状では、中心市街地において大規模な住宅開発を一気に進めることは困難であるが、

これまでにもマンション開発が継続的に進んできており、さらに新たな再開発等による

住宅建設が見込まれている。今後も老朽化した建物や低未利用地を中心に、実施可能な

場所から住宅供給を着実に進めていくことも必要である。 

（３）フォローアップ 

毎年度、基本計画に位置づけた事業の進捗状況の調査を行い、着実な推進を図る。 

また、中心市街地活性化の状況や目標指標への効果を把握し、必要に応じて事業の促

進等の改善措置を講じるものとする。 
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［２］具体的事業の内容 

(1) 法に定める特別の措置に関連する事業 

該当なし 

(2) ①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容 
及び実施時期 

実施 
主体 

目標達成のための位置付け及び必要性
支援措置の
内容及び実
施時期 

その他の
事項 

【事業名】 

豊橋駅前大通二丁目

地区第１種市街地再

開発事業 

【内容】 

地区面積：1.5ha 

用途：商業､業務､住

宅､公共公益施設 

【実施時期】 

H26～H36 

（再掲） 

豊 橋 駅

前 大 通

二 丁 目

地区 

市 街 地

再 開 発

組合 

本地区は、機能廃止したバスターミナ

ル施設や老朽化が進む建物が存在する

とともに商業機能が低下するなどの課

題を抱えている地区である。 

本事業は、これらの課題を抱えた施設

の一体的な整備をおこなうことで、宅地

の共同化による土地の高度利用を図る

とともに、良好な市街地環境の整備改善

を行う。 

 中低層部に商業・業務・公共公益施設

を配置し、高層部には住宅機能を配置す

ることで、にぎわいの創出、商業・サー

ビス業の活性化及びまちなか居住の促

進を目標とする中心市街地の活性化に

必要な事業である。 

社会資本整

備総合交付

金（市街地再

開発事業） 

H27～H36 

(2) ②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

事業名、内容 
及び実施時期 

実施 
主体 

目標達成のための位置付け及び必要性
支援措置の
内容及び実
施時期 

その他の
事項 

【事業名】 

地域優良賃貸住宅整

備及び供給促進事業

【内容】 

民間の土地所有者が

整備する賃貸住宅に

整備費と家賃の一部

を補助 

【実施時期】 

H15～ 

豊橋市 多様化する居住者ニーズに応えるた

めには、住宅の供給方式も多様である必

要がある。 

民間賃貸住宅により、様々な都心居住

ニーズに対応した良好な住宅の安定供

給を図るため整備費補助を行うととも

に、家賃補助により都心居住を促すこと

は、まちなか居住の促進を目標とする中

心市街地の活性化に必要な事業である。

社会資本整

備総合交付

金 （地域住

宅計画に基

づく事業） 

H17～ 
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【事業名】 

豊橋広小路三丁目

A-2 地区優良建築物

等整備事業 

【内容】 

地区面積：0.07ha 

敷地面積：325.34㎡

用途：店舗 

住宅（24戸）

規模：13階建 

【実施時期】 

H24～H26 

（再掲） 

豊 橋 広

小 路 三

丁目 A-2

地 区 優

良 建 築

物 建 設

組合 

本地区は、人口減少、空き店舗の増加

等による商業機能の地盤沈下、建物の老

朽化などの課題を抱えている地区であ

る。 

本事業は、狭隘な宅地の共同化による

土地の高度利用を図るとともに、良好な

市街地環境の整備改善を行う。 

低層部に商業機能を配置し、中高層部

には高齢者や環境面に配慮した都市型

住宅の供給を行う。 

中心市街地の魅力向上が図られ、にぎ

わいの創出、商業・サービス業の活性化

及びまちなか居住の促進を目標とする

中心市街地の活性化に必要な事業であ

る。 

社会資本整

備総合交付

金（優良建築

物等整備事

業） 

H24～H26 

【事業名】 

豊橋駅前大通三丁目

地区優良建築物等整

備事業 

【内容】 

地区面積：0.2ha 

敷地面積：1,305㎡ 

用途：店舗 

住宅（82戸）

規模：17階建 

【実施時期】 

H25～H28 

（再掲） 

優 良 建

築 物 等

整 備 事

業 施 行

者 

本地区は、空き店舗の増加等による商

業・業務機能の低下及び建物の老朽化な

どの課題を抱えている地区である。 

本業務は、宅地の共同化による土地の

高度利用を図るとともに、良好な市街地

環境の整備改善を行う。 

低層部に商業・業務機能を配置し、中

高層部には住宅機能を配置する。 

中心市街地の魅力向上が図られ、にぎ

わいの創出、商業・サービス業の活性化

及びまちなか居住の促進を目標とする

中心市街地の活性化に必要な事業であ

る。 

社会資本整

備総合交付

金（優良建築

物等整備事

業） 

H25～H28 

(3) 中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

該当なし 
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(4) 国の支援がないその他の事業 

事業名、内容 
及び実施時期 

実施 
主体 

目標達成のための位置付け及び必要性

国以外の支
援措置の内
容及び実施
時期 

その他の
事項 

【事業名】 

豊橋広小路一丁目南

地区優良建築物等整

備事業 

【内容】 

地区面積：0.18 ha 

敷地面積：1,130 ㎡

低層部：商業・サー

ビス 

高層部：住宅（50 戸）

規模：15階建

【実施時期】 

H27～ 

（再掲） 

個 人 施

行 

本地区は、中心商業地の中でも最も商

業集積の高い東口駅前に位置するが、商

業機能の地盤沈下、建物の老朽化などの

課題を抱えている地区である。 

本事業は、狭隘な宅地の共同化により

土地の高度利用を図るとともに、公共的

空地の確保等、良好な市街地環境を整備

するものである。 

また、低層部に商業施設を配置し、中

高層部に良好な都市型住宅の供給を行

うなど、にぎわいの創出と商業・サービ

ス業の活性化、まちなか居住の促進を目

標とする中心市街地の活性化に必要な

事業である。 

 社会資本

整備総合

交付金（優

良建築物

等整備事

業）を検討

【事業名】 

都心居住促進事業 

【内容】 

空き家や空き店舗利

活用の促進 

【実施時期】 

H28～ 

豊橋市 

( 株 ) 豊

橋 ま ち

な か 活

性 化 セ

ンター 

中心市街地における空き家・空き店舗

ツアーの実施、建築士会や不動産業者と

の情報交換等を行うことは、にぎわいの

創出、商業・サービス業の活性化及びま

ちなか居住の促進を目標とする中心市

街地の活性化に必要な事業である。 

【事業名】 

民間事業者による住

宅整備事業 

【内容】 

賃貸住宅等の住宅供

給 

【実施時期】 

H28～ 

民 間 事

業者 

再開発事業や公共公益施設の整備等

により中心市街地の魅力が高まるとと

もに、老朽化した店舗の建替え需要によ

り民間事業者による住宅整備が行われ

ることは、まちなか居住の促進を目標と

する中心市街地の活性化に必要な事業

である。 
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７．中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業その他の商業の活性化のための事

業及び措置に関する事項 

［１］商業の活性化の必要性 

（１）現状分析 

商業・サービス業の活性化は、中心市街地活性化の中核を担うものである。しかし、

本市における中心市街地の小売業は、事業所数、従業者数、商品販売額のいずれも減少

傾向が続いており、市域全体に占めるシェアも徐々に低下している。市内の大規模小売

店舗(売場面積 1,000 ㎡超)の出店状況は、平成 3 年以降 30 店舗以上が新たに開店して

いるが、多くは郊外への出店であり、商業施設の郊外へのシフトが続いている。 

一方で、中心市街地ではダイエーや西武百貨店といった大規模商業施設が撤退し、集

客の大きな核を失ったものの、平成 21 年の豊橋駅東口駅南地区の商業等複合施設の開

業、平成 23 年の大手スーパーマーケットのリニューアル、さらに平成 24 年 3 月の市内

唯一の百貨店の名称変更を伴うリニューアルなどにより、平成 24 年度は商品販売額の

減少率が縮小するなど一定の効果が現れている。また、飲食店をはじめとするサービス

業の出店はめざましく、第 1期計画期間中に商店街空き店舗対策事業を活用した飲食店

の新規出店は 7件あり、サービス業の売上は相当数伸びていると思われる。しかしなが

ら、商店街においては商店主の高齢化や後継者不在などの影響により廃業も一定数見受

けられる。 

一方、平成 20 年には「こども未来館(ここにこ)」が、平成 25 年 4 月には「穂の国と

よはし芸術劇場（プラット）」が開館し、さらなるにぎわいの創出、それに伴う商業・

サービス業の活性化が期待されている。なお、中心市街地内には、約 3,800 台の公共駐

車場や民間駐車場が整備されている。公共交通の利用促進を図る一方、自家用車での来

街者の利便性を向上させる取組として平成 12 年から共通駐車券事業を開始し、年間約

126 万枚（H24）が利用されている。 

（２）商業・サービス業の活性化のための事業の必要性 

商業による求心力が低下している中心商業地においては、新たな商業拠点や集客力の

高い文化交流施設の整備による魅力向上等により、中心商業地に人々の往来が増えるこ

ととなる。商業・サービス業の活性化のためには、そうした来街者を引きつける魅力的

な集客力の高い公共公益施設と組み合わせた複合型商業施設を整備するとともに、回遊

動線にあたる地区の商業集積を高め特徴付けるなど、これまで以上に通りの魅力づくり

が必要となる。平成 20 年に開館した「こども未来館（ここにこ）」、平成 25 年 4 月開館

の「穂の国とよはし芸術劇場（プラット）」の集客効果を商業・サービス業の活性化に

波及させるため、施設周辺で回遊できるような魅力の創出と情報発信が必要となる。 

また、都心居住の魅力を高める上でも特に生活商業機能の充実が重要である。中心市

街地に居住する魅力の一つはターミナル駅である豊橋駅をはじめとした交通の利便性

にあるが、今後は自家用車に頼らない高齢者世帯の増加も予想されるため、歩ける範囲

で日常生活に必要なものを買い揃えることができるようにしていく必要がある。 

これらにあわせ、空き店舗の活用やイベント開催支援など、商店街の魅力向上にこれ

まで以上に取り組むとともに都市計画による大規模集客施設の立地規制にあわせ、中心

市街地への新規出店支援事業に取り組むなど、商業集積密度をさらに高め、買物や飲食

など、様々な場面で訪れたくなるまち、回遊して楽しいまちを目指していく必要がある。 
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（３）フォローアップ 

毎年度、基本計画に位置づけた事業の進捗状況の調査を行い、着実な推進を図る。 

また、中心市街地活性化の状況や目標指標への効果を把握し、必要に応じて事業の促

進等の改善措置を講じるものとする。 
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［２］具体的事業の内容 

(1) 法に定める特別の措置に関連する事業等 

該当なし 

(2) ①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容 
及び実施時期 

実施 
主体 

目標達成のための位置付け及び必要性
支援措置の
内容及び実
施時期 

その他の
事項 

【事業名】 

豊橋まつりの開催 

【内容】 

東三河最大級の祭典

「豊橋まつり」の開

催 

【実施時期】 

S29 ～ 

豊 橋 ま

つ り 振

興 会 

市内外からの来街者をさらに増やすため

に、中心市街地のメイン通り等を会場に

本市が発祥である幕末の民衆運動の「え

えじゃないか」をテーマに取り入れた東

三河最大級の祭典「ええじゃないか豊橋

まつり」を開催することは、にぎわいの

創出、商業・サービス業の活性化を目標

とする中心市街地の活性化に必要な事

業である。 

中心市街地

活性化ソフ

ト事業 

H18～ 

【事業名】 

商店街空き店舗対策

事業 

【内容】 

空き店舗を活用した

不足業種の導入によ

るテナントミックス

等の実施 

【実施時期】 

H12～ 

豊橋市 

㈱ 豊 橋

ま ち な

か 活 性

化 セ ン

タ ー 

 空き店舗の情報提供とともに、出店意

欲のある事業者を支援し、シャッターの

閉まった空き店舗による商店街全体の

魅力の低下を防ぎ、必要な業種・業態や

コミュニティ施設を空き店舗に誘導し、

商店街全体としてバランスのとれた魅

力ある商店街を再構築することは、商

業・サービス業の活性化を目標とする中

心市街地の活性化に必要な事業である。

中心市街地

活性化ソフ

ト事業 

H12～ 

【事業名】 

共通駐車券事業 

【内容】 

自家用車による来街

者の利便性の向上を

図るための共通駐車

券システムの運営 

【実施時期】 

H12～ 

㈱ 豊 橋

ま ち な

か 活 性

化 セ ン

タ ー 

 自家用車での来街者への利便性を高

めるために、商店・大型店などが提供す

る駐車料金サービス券を共通化したシ

ステムにより運営することは、中心市街

地での回遊性の向上が図られるなど、に

ぎわいの創出、商業・サービス業の活性

化を目標とする中心市街地の活性化に

必要な事業である。 

中心市街地

活性化ソフ

ト事業 

H12～ 



75 

【事業名】 

公共交通券（おかえ

りキップ）事業 

【内容】 

公共交通機関利用者

への利便性を図る 

【実施時期】 

H17～ 

㈱ 豊 橋

ま ち な

か 活 性

化 セ ン

ター 

 公共交通機関での来街者への利便性

を高めるために、路面電車利用の買物客

に帰りの乗車券をサービスすることは、

にぎわいの創出、商業・サービス業の活

性化を目標とする中心市街地の活性化

に必要な事業である。 

また、さらなる来街者の増加を促進す

るため、他の公共交通機関（渥美線・路

線バス）も対象に乗車券をサービスす

る。 

中心市街地

活性化ソフ

ト事業 

H25～ 

【事業名】 

イルミネーションフ

ェスティバルの開催

【内容】  

商店街のイルミネー

ション装飾及び集客

イベントの実施 

【実施時期】 

H18～ 

イ ル ミ

ネ ー シ

ョ ン フ

ェ ス テ

ィ バ ル

実 行 委

員 会 

 駅前大通り、広小路通り等中心市街地

の商店街のストリートイルミネーショ

ン及び店舗壁面へのイルミネーション

を実施する。また、期間中に、まちなか

の商店街を舞台としてイベントも開催

し、にぎわいと楽しさを演出すること

は、にぎわいの創出、商業・サービス業

の活性化を目標とする中心市街地の活

性化に必要な事業である。 

中心市街地

活性化ソフ

ト事業 

H18～ 

【事業名】 

まちなかイルミネー

ション事業 

【内容】 

冬季におけるまちな

かの魅力を高めるイ

ルミネーション事業

の実施 

【実施時期】 

H23～ 

豊橋市 

各 種 団

体 

民 間 事

業者等 

まちなかの一体感を演出し、市内外か

ら来街者を呼込むために、中心市街地で

イルミネーション事業を展開する商店

街や企業、団体等が協力・連携してイル

ミネーション装飾や共同イベント、情報

発信を行うことは、にぎわいの創出、商

業・サービス業の活性化を目標とする中

心市街地の活性化に必要な事業である。

中心市街地

活性化ソフ

ト事業 

H25～ 

【事業名】 

まちなかマルシェの

開催 

【内容】 

毎月１回定期的に駅

前広場においてマル

シェを開催 

【実施時期】 

H24～ 

豊橋市 市内外から来街者を呼び込みにぎわ

いの創出を図るために、豊橋駅南口駅前

広場において、毎月 1回、当地域の生鮮

品や特産品、他地域の魅力ある商品を販

売するマルシェを開催することは、にぎ

わいの創出を目標とする中心市街地の

活性化に必要な事業である。 

中心市街地

活性化ソフ

ト事業 

H25～ 
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【事業名】 

歩行者天国の開催 

【内容】 

商店街のメインスト

リートにおいて歩行

者天国の実施 

【実施時期】 

H24～ 

広 小 路

歩 行 者

天 国 実

行 委 員

会 

中心市街地のメインストリートを歩

行者天国化し、様々なイベントや販促キ

ャンペーンを実施することは、にぎわい

の創出、商業・サービス業の活性化を目

標とする中心市街地の活性化に必要な

事業である。 

中心市街地

活性化ソフ

ト事業 

H25～ 

【事業名】 

まちなかインキュベ

ーション＆チャレン

ジング事業 

【内容】 

新規開業者育成や短

期間出店への補助金

交付の実施 

【実施時期】 

H26～ 

(株 )豊

橋 ま ち

な か 活

性 化 セ

ンター 

まちなかにおいて新規開業を目指す

事業者に対しチャレンジとして短期間

の出店に補助を行うことは商業・サービ

ス業の活性化を目標とする中心市街地

の活性化に必要な事業である。 

中心市街地

活性化ソフ

ト事業 

H26～ 

【事業名】 

まちなかおもてなし

事業 

【内容】 

駅前広場等において

おもてなしイベント

の開催 

【実施時期】 

H25～ 

豊橋市 市内外から来街者を呼び込むととも

に回遊性の向上を図るため、中心市街地

で開催される催事等と連携したおもて

なしイベントを開催することは、にぎわ

いの創出、商業・サービス業の活性化を

目標とする中心市街地の活性化に必要

な事業である。 

中心市街地

活性化ソフ

ト事業 

H30～ 

【事業名】 

とよはしクリスマス

マーケットの開催 

【内容】 

駅前広場においてク

リスマスマーケット

の実施 

【実施時期】 

H27～ 

豊橋市 豊橋市のパートナーシティ・ドイツの

ヴォルフスブルグ市との交流にちなみ、

豊橋駅南口駅前広場において、クリスマ

スマーケットやまちなかの店舗と連携

した販促活動を実施することは、にぎわ

いの創出、商業・サービス業の活性化を

目標とする中心市街地の活性化に必要

な事業である。 

中心市街地

活性化ソフ

ト事業 

H30～ 
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(2) ②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

該当なし 

(3) 中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

事業名、内容 
及び実施時期 

実施 
主体 

目標達成のための位置付け及び必要性 

国以外の支
援措置の内
容及び実施
時期 

その他の
事項 

【事業名】 

とよはしアートフェ

スティバルの開催 

【内容】 

劇場施設周辺地域や

駅周辺エリアでの大

道芸や演劇・舞踏な

どのパフォーミング

アートを使ったフェ

スティバルの実施 

【実施時期】 

H24～ 

公 益 財

団 法 人

豊 橋 文

化 振 興

財 団 

アートを身近に感じる機会を増やすと

ともに、まちなかに多くの参加者や来場者

を集めるために、「穂の国とよはし芸術劇

場（プラット）」や周辺公共用地等を会場

とし、大道芸や、演劇、ダンス、音楽等の

舞台芸術公演を開催することは、にぎわい

の創出を目標とする中心市街地の活性化

に必要な事業である。 

文化芸術振

興費補助金

（劇場・音楽

堂等活性化

事業） 

H26～ 

【事業名】 

新規商業者・後継者

育成事業 

【内容】 

新規商業者の育成を

目的として、起業の

際の心構え、基本的

な知識を習得できる

セミナーの開催 

【実施時期】 

H25～ 

豊 橋 商

工 会 議

所 

多様化している消費者ニーズを幅広い

視点から捉え、斬新な思考を持った新規商

業者の育成、次世代を担うリーダーの養成

のために、起業の際の心構え、経営ノウハ

ウ等を習得するセミナーを開催し、戦略的

な「人づくり」を推進することは、商業・

サービス業の活性化を目標とする中心市

街地の活性化に必要な事業である。 

創業支援事

業者補助金 

H26～ 

(4) 国の支援がないその他の事業 

事業名、内容 
及び実施時期 

実施 
主体 

目標達成のための位置付け及び必要性 

国以外の支
援措置の内
容及び実施
時期 

その他の
事項 

【事業名】 

創業者支援事業 

【内容】 

中小事業者の創業時

支援事業 

【実施時期】  

H19～ 

豊橋市 中心市街地などに事務所、営業所を構え

創業を計画する新規起業家等中小事業者

の支援のために、事務所等の賃料に対して

補助金を交付し、創業に伴う負担軽減や創

業の促進を図ることは、にぎわいの創出を

目標とする中心市街地の活性化に必要な

事業である。 

中心市街地

活性化ソフ

ト事業 

H19～ 
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【事業名】 

とよはしまちなかス

ロータウン映画祭の

開催 

【内容】 

中心市街地で実施さ

れる映画祭やまちな

かイベントの開催 

【実施時期】 

H14～ 

と よ は

し ま ち

な か ス

ロ ー タ

ウ ン 映

画 祭 実

委 員 会

市民で構成するスロータウン映画祭実

行委員会が中心市街地の貸しホール等を

活用し、様々な映画を上映するとともに、

観客をまちなかに引き込む関連イベント

を開催することは、にぎわいの創出、商

業・サービス業の活性化を目標とする中心

市街地の活性化に必要な事業である。 

【事業名】 

ア ー ト イ ベ ン ト

sebone（せぼね）の

開催 

【内容】 

商店街のにぎわいづ

くりのため、集客イ

ベントの開催 

【実施時期】 

H16～ 

sebone

（ せ ぼ

ね）実行

委 員 会

商店街と地域住民が中心市街地及び商

店街の活性化をテーマに、アート（芸術）

を中心としたイベントやシンポジウム等

を協働で開催するとともに、イベント参加

を通して、地域内における人材の育成や連

携・協力などを図ることは、にぎわいの創

出、商業・サービス業の活性化を目標とす

る中心市街地の活性化に必要な事業であ

る。 

【事業名】 

商学連携チャレンジ

ショップ事業 

【内容】 

魅力ある商店街づく

りのため、商店街と

大学が連携して実施

するチャレンジショ

ップ事業 

【実施時期】 

H19～H28 

サ マ ー

カ レ ッ

ジ チ ャ

レ ン ジ

シ ョ ッ

プ 実 行

委 員 会

他 

 学術的な理論の実践や若者の斬新な考

え方を反映させた魅力ある商店街づくり

のため、商業者等と大学が連携して、空き

店舗を活用し、店舗を運営することは、に

ぎわいの創出、商業・サービス業の活性化

を目標とする中心市街地の活性化に必要

な事業である。 

【事業名】 

都心文化イベントの

開催 

【内容】 

中心市街地で実施さ

れる音楽等によるイ

ベントの開催 

【実施時期】 

H21～ 

各 種 団

体 

民 間 事

業者等 

文化の向上を図るとともに、観客をまち

なかに引き込むために、まちなかの広場及

び商業施設や商店街等で、市民参加型の音

楽祭などのイベントを実施することは、に

ぎわいの創出、商業・サービス業の活性化

を目標とする中心市街地の活性化に必要

な事業である。 
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【事業名】 

まちなか回遊イベン

ト事業 

【内容】 

まちなかの魅力を発

信するイベント等の

実施 

【実施時期】 

H22～ 

㈱ 豊 橋

ま ち な

か 活 性

化 セ ン

タ ー 

豊 橋 観

光 コ ン

ベ ン シ

ョ ン 協

会 

ラ ブ ポ

ー ト タ

ウ ン 実

行 委 員

会他 

おもてなしの精神による「ええじゃない

かグルメラリー」や豊橋駅周辺の飲食店を

はしごする「Toyo はしごナイト」等のま

ちなか回遊イベントを実施し、まちなかの

魅力ある店舗情報を発信することは、にぎ

わいの創出、商業・サービス業の活性化を

目標とする中心市街地の活性化に必要な

事業である。 

【事業名】 

豊橋駅前大通地区ま

ちなみデザイン推進

事業 

【内容】 

豊橋駅前大通地区に

おいて今後のまちづ

くり及びまちなみ形

成の推進方策につい

て、地域が主体とな

って検討 

【実施時期】 

H23～ 

豊 橋 駅

前 大 通

地 区 ま

ち な み

デ ザ イ

ン会議 

地域の意向を踏まえた市街地環境整備

と再開発を促進するために、駅前大通地区

を含めた地域を対象として、今後地域の拠

点となる既存の公共施設と大規模商業施

設を中心とした今後のまちづくりを行う

ことは、にぎわいの創出を目標とする中心

市街地の活性化に必要な事業である。 

【事業名】 

豊橋駅南口駅前広場

利用促進事業 

【内容】 

駅前広場の利用促進

【実施時期】 

H24～ 

豊橋市 豊橋駅南口駅前広場の利用促進を図る

ために、ベンチやテーブル、簡易ステージ

などを無償で貸し出すなど、広場の利用に

あたっての利便性を向上させることは、に

ぎわいの創出を目標とする中心市街地の

活性化に必要な事業である。 
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【事業名】 

公共駐車場料金の見

直し 

【内容】 

自家用車での来街者

の増加等のために公

共駐車場料金の見直

しを実施 

【実施時期】 

H24～ 

豊橋市 自家用車による来街者の利便性の向上

や中心市街地での滞在時間を延ばすため

に、公共駐車場料金の見直しを行うこと

は、にぎわいの創出、商業・サービス業の

活性化を目標とする中心市街地の活性化

に必要な事業である。 

【事業名】 

まちなか情報発信の

強化 

【内容】 

イベント情報を交換

する会議の開催やホ

ームページによる情

報発信の実施 

【実施時期】 

H24～ 

豊 橋 ま

ち な か

活 性 化

推 進 協

議会 

まちなかで開催されるイベントをより

魅力的なものとし、集客の拡大を図るた

め、関係者団体等によるイベント連絡会議

を開催する。またホームページ「豊橋まち

なか情報ステーション」等により、まちな

かのホットな情報を発信することは、にぎ

わいの創出、商業・サービス業の活性化を

目標とする中心市街地の活性化に必要な

事業である。 

【事業名】 

拠点公共施設と魅力

あるまちなか店舗と

の連携事業 

【内容】 

施設と店舗の連携を

図り、販促キャンペ

ーンの実施 

【実施時期】 

H25～ 

豊橋市 中心市街地の拠点となる公共施設にお

いて、まちなかの店舗等の情報を入手でき

るようにし、施設外に誘導することは、商

業・サービス業の活性化を目標とする中心

市街地の活性化に必要な事業である。 

【事業名】 

豊橋駅西口活性化イ

ベント事業 

【内容】 

西口地区における魅

力ある飲食店等と連

携した集客イベント

の実施 

【実施時期】 

H25～ 

ラ ブ ポ

ー ト タ

ウ ン 実

行 委 員

会 

民 間 事

業者等 

豊橋駅西口地区において、魅力ある店舗

と連携した集客イベントを開催すること

は、にぎわいの創出や商業・サービス業の

活性化を目標とする中心市街地の活性化

に必要な事業である。 
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【事業名】 

まちなか星空観望会

の開催 

【内容】 

豊橋駅前ペデストリ

アンデッキでの星空

観望会の実施 

【実施時期】 

H25～

豊橋市 まちなか居住者やまちなかで働く人な

どを対象にサイエンスボランティアによ

る望遠鏡を使った星空観望会を開催する

ことは、にぎわいの創出を目標とする中心

市街地の活性化に必要な事業である。 

【事業名】 

元気・魅力店舗見え

る化＆ネットワーク

事業 

【内容】 

中心市街地でがんば

る店舗への支援の実

施 

【実施時期】 

H26～ 

豊橋市 

(株 )豊

橋 ま ち

な か 活

性 化 セ

ンター 

元気で魅力的な店舗を応援するため、中

心市街地でがんばる魅力的な店舗の情報

を発信するとともにそれらのネットワー

ク化を推進し、情報共有や顧客の紹介実施

等の支援を行うことは、商業・サービス業

の活性化を目標とする中心市街地の活性

化に必要な事業である。 

【事業名】 

テナントコンバート

チャレンジ事業 

【内容】 

中心市街地の店舗の

入れ替えにより商業

の集積を図る事業の

実施 

【実施時期】 

H26～ 

豊橋市 

(株 )豊

橋 ま ち

な か 活

性 化 セ

ンター 

中心市街地において事業継続が困難な

店舗等を消費者のニーズに応えるような

店舗に入れ替え、魅力ある商業店舗の集積

を図ることは、商業・サービス業の活性化

を目標とする中心市街地の活性化に必要

な事業である。 

【事業名】 

生涯学習市民大学事

業 

【内容】 

まちなかの店舗で市

民大学を開催する。

【実施時期】 

H26 

豊橋市  まちなかの良さや魅力を再発見しても

らい、ファンを増やすために、まちなかに

ある店舗を会場にして「市民大学トラム」

を開催することは、にぎわいの創出や商

業・サービス業の活性化を目標とする中心

市街地の活性化に必要な事業である。 
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【事業名】 

制度融資事業（中心

市街地商業活性化資

金預託事業） 

【内容】 

中小事業者への融資

の原資を金融機関に

預託する。 

【実施時期】 

H13～ 

豊橋市  中心市街地の中小事業者の経営基盤強

化や経営の安定化を図るため、融資の原資

となる金額を金融機関に預託することは、

商業・サービス業の活性化を目標とする中

心市街地の活性化に必要な事業である。 

【事業名】 

ええじゃないかとよ

はし映画祭の開催 

【内容】 

映画祭や会場周辺店

舗と連携した販促活

動の実施 

【実施時期】 

H28～ 

え え じ

ゃ な い

か と よ

は し 映

画 祭 実

行 委 員

会 

 市外の若年層に対して豊橋市の認知と

イメージ向上を図るため、愛知・豊橋ゆか

りの映画作品の上映や映画関係者による

カンファレンスを行うことは、にぎわいの

創出、商業・サービス業の活性化を目標と

する中心市街地の活性化に必要な事業で

ある。 

【事業名】 

ガクセイ魅力デジタ

ルマップづくり 

【内容】 

学生によるデジタル

マップの制作、並び

にデジタルサイネー

ジやホームページに

よる情報発信の実施

【実施時期】 

H29～ 

豊橋市 若者層や観光客などの来街者の増加を

図るため、中心市街地の魅力を若者目線で

発信するマップを制作し、豊橋駅のデジタ

ルサイネージやホームページで発信する

ことは、にぎわいの創出、商業・サービス

業の活性化を目標とする中心市街地の活

性化に必要な事業である。 
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【事業名】 

コミュニティ活動等

促進事業 

【内容】 

中心市街地の魅力向

上につながる活動に

補助金を交付 

【実施時期】 

H29～ 

豊橋市 中心市街地の魅力向上や活性化につなが

るコミュニティ等の活動を支援すること

は、にぎわいの創出、まちなか居住の促進

を目標とする中心市街地の活性化に必要

な事業である。 

【事業名】 

まちなかピクニック

事業 

【内容】 

公共空間の活用を促

進するための魅力あ

るイベントの実施 

【実施時期】 

H29～ 

豊橋市 中心市街地の公共空間を活用した市民等

による自主的な活動を促進し、新しいまち

の魅力づくりを行うためのイベントを開

催することは、にぎわいの創出を目標とす

る中心市街地の活性化に必要な事業であ

る。 

【事業名】 

豊橋まちゼミの開催

【内容】 

中心市街地店舗の専

門性を活かしたミニ

講座の実施 

【実施時期】 

H28～ 

豊橋市 中心市街地の店舗とまちなかのファンづ

くりを行うため、店主等が講師となり、専

門性を活かした知識等をお客様に伝える

ミニ講座「まちゼミ」を店主自らが実施す

ることは、にぎわいの創出及び商業・サー

ビス業の活性化を目標とする中心市街地

の活性化に必要な事業である。 
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８．４から７までに掲げる事業及び措置と一体的に推進する事業に関する事項 

［１］公共交通機関の利便性の増進及び特定事業の推進の必要性 

（１）現状分析 

中心市街地は、鉄道や路面電車、路線バスといった公共交通のネットワーク拠点とな 

っており、これまで公共交通の利便性を高めるための様々な基盤整備が進められてきた。

特に、本市の特徴でもある路面電車においては、平成２年から景観に配慮した架線柱の

センターポール化、豊橋駅前広場への乗り入れによる延伸、停留場の新設やバリアフリ

ー化、全面低床車両の導入、パーク＆ライド駐車場等の整備に取り組んだ。平成 17 年

には商業店舗と連携した公共交通券（おかえりキップ）事業を開始し、さらに平成 23

年には IC カード乗車券システムの導入にも取り組み、利便性を高めることで利用促進

を図ってきた。 

公共交通利用者数は減少傾向を続けてきたが、平成 20 年の渥美線新豊橋駅の移設によ 

って新豊橋駅と豊橋駅との乗り継ぎの利便性が高まったことから、豊橋駅の利用者は増 

加に転じ、新豊橋駅ではほぼ横ばいになってきている。なお、路面電車は利用者の減少 

に歯止めがかかってきているのに対し、路線バスは利用者の減少が続いている。 

一方、市民の移動手段は自家用車の割合が高く、大型駐車場を備えた郊外の大規模集 

客施設に比べて中心市街地の集客力は弱いのが現状である。 

（２）公共交通機関の利便性の増進及び特定事業の必要性 

こうした現状を踏まえ、公共交通の利便性を増進させ、中心市街地の集客力、人口吸

収力を上げるためには、鉄道や路面電車、路線バス、タクシーといった様々な公共交通

の利用環境の整備を推進する必要がある。特に路面電車においては、駅前大通二丁目地

区の再開発や歩行者天国等の集客イベントの開催、快適な都心ライフスタイルが実現で

きる住宅の供給などの様々な取組によって、来街者や居住者の増加が見込まれる中心市

街地への利便性の高い移動手段として活用することにより、市街地活性化の取組効果を

増幅させ、利用者も増加するという相乗効果が期待される。 

公共交通に関する情報提供や関心、理解を深めるための取組も必要である。そのため、

公共交通マップの作成・配布や路面電車の応援団体である「とよはし市電を愛する会」

等と協働で魅力を発信するなど、公共交通の利用を促すための事業展開も行い、公共交

通利用者を増やす取組が必要である。 

   さらに、地球環境問題、省エネルギー社会の実現に配慮し、過度な自家用車利用から

転換を促すために持続可能な都市交通や移動手段を考える機会を設け、公共交通機関

の利用、徒歩や自転車での来街などを促していく意識啓発が必要である。 

なお、自家用車の利用者も多いことから現実性に鑑み、自家用車でのアクセスを容

易にするための環境づくりも必要である。 

また、中心市街地の快適性を高め、まちなかの魅力を向上させるため、緑や景観に

配慮した環境整備に取り組み、清潔で安全なまちづくりを推進する必要がある。 

（３）フォローアップ 

毎年度、基本計画に位置づけた事業の進捗状況の調査を行い、着実な推進を図る。 

また、中心市街地活性化の状況や目標指標への効果を把握し、必要に応じて事業の促

進等の改善措置を講じるものとする。 
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［２］具体的事業の内容 

(1) 法に定める特別の措置に関連する事業 

該当なし 

(2) ①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

該当なし 

(2) ②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

該当なし 

(3) 中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

該当なし 

(4) 国の支援がないその他の事業 

事業名、内容 
及び実施時期 

実施 
主体 

目標達成のための位置付け及び必要性

国以外の支
援措置の内
容及び実施
時期 

その他の
事項 

【事業名】 

市電ＰＲ促進事業 

【内容】 

「市電の日」イベン

トの実施、機関紙の

発行等 

【実施時期】 

H2～ 

と よ は

し 市 電

を 愛 す

る 会 

市電の愛称で市民に親しまれている

路面電車をまちづくりに活かすため、毎

年 4 月 10 日を「市電の日」と定めてイ

ベントを実施するとともに、機関紙「市

電文化」の発行や絵画カレンダー「市電

のある風景」の発刊などを通じて、路面

電車をＰＲし、公共交通の利用促進を図

ることは、にぎわいの創出、商業・サー

ビス業の活性化、まちなか居住の促進を

目標とする中心市街地の活性化に必要

な事業である。 
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【事業名】 

花壇管理事業 

【内容】 

街路への花コンテナ

等の設置 

【実施時期】 

H4～ 

豊橋市 

公 益 財

団 法 人

豊 橋 み

ど り の

協会 

まちなかに緑のある快適な空間を創

出するために、豊橋駅周辺に花を植える

とともに花コンテナやプランターを街

路に設置することは、にぎわいの創出を

目標とする中心市街地の活性化に必要

な事業である。 

【事業名】 

公共交通マップの作

成 

【内容】 

公共交通の情報を提

供するための公共交

通マップの作成・配

布 

【実施時期】 

H20～ 

豊橋市 公共交通の利用促進を図るために、公

共交通の路線や運賃などを分かりやす

く記載した公共交通マップの作成・配布

により、情報提供等を行なうことは、に

ぎわいの創出、商業・サービス業の活性

化、まちなか居住の促進を目標とする中

心市街地の活性化に必要な事業である。

【事業名】 

公共交通利用促進事

業 

【内容】 

公共交通の利用促進

を図るイベント等の

実施 

【実施時期】 

H23～ 

豊 橋 市

地 域 公

共 交 通

活 性 化

推 進 協

議会 

路線バス、市内電車（路面電車）及び

渥美線の利用を促進するため、公共交通

に対する理解を深めるイベント等を実

施することは、にぎわいの創出、商業・

サービス業の活性化、まちなか居住の促

進を目標とする中心市街地の活性化に

必要な事業である。 

【事業名】 

路上喫煙防止対策事

業 

【内容】 

路上喫煙対策の実施

により快適な生活環

境を確保 

【実施時期】 

H24～ 

豊橋市 安全なまちづくりを推進し、快適な生

活環境を確保するために、路上喫煙対策

を実施することは、にぎわいの創出、商

業・サービス業の活性化、まちなか居住

の促進を目標とする中心市街地の活性

化に必要な事業である。 

【事業名】 

ごみのポイ捨て禁止

事業 

【内容】 

環境美化等快適なま

ちづくりの推進 

【実施時期】 

H24～ 

豊橋市 中心市街地の快適性を高め、まちなか

の魅力を向上させるために、豊橋駅周辺

を中心としたごみのポイ捨て行為に対

する啓発及び清掃活動を行なうことは、

にぎわいの創出、商業・サービス業の活

性化、まちなか居住の促進を目標とする

中心市街地の活性化に必要な事業であ

る。 
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【事業名】 

花のまち豊橋プロモ

ーション事業 

【内容】 

地元産の植物の展示

やＰＲイベントの実

施 

【実施時期】 

H25～ 

豊橋市 豊橋駅東西自由連絡通路において地

元農家が生産する植物の展示や花き産

地を PR するイベント等を実施すること

は、にぎわいの創出、商業・サービス業

の活性化、まちなか居住の促進を目標と

する中心市街地の活性化に必要な事業

である。 

【事業名】 

カーフリーデー実施

事業 

【内容】 

持続可能な都市交通

や移動方法について

考える機会を提供 

【実施時期】 

H25～ 

豊橋市 イベント等を通じてまちに人中心の

にぎわいを創りだしていくために、持続

可能な都市交通・移動方法について考え

る機会を提供し、自動車の利用が都市の

安全や環境に与える影響について関心

を高めることは、にぎわいの創出、商

業・サービス業の活性化、まちなか居住

の促進を目標とする中心市街地の活性

化に必要な事業である。 

【事業名】 

路面電車軌道緑化整

備事業 

【内容】 

軌道敷緑化による緑

の確保や路面電車の

イメージアップを図

る 

【実施時期】 

H26～ 

豊橋市 中心市街地における緑の確保や都市

景観の向上、とよはしのシティプロモー

ションとしての路面電車のイメージア

ップを図るために、軌道敷の緑化を行う

ことは、にぎわいの創出、商業・サービ

ス業の活性化、まちなか居住の促進を目

標とする中心市街地の活性化に必要な

事業である。 

あいち森と

緑づくり都

市緑化推進

事業を検討 

H26～H28 

【事業名】 

まちなか自転車利用

環境整備事業 

【内容】 

良好な自転車空間の

整備や駐輪環境の提

供 

【実施時期】 

H26～ 

豊橋市 良好な自転車通行空間の整備や駐輪

環境を提供することにより、自転車を利

用した来街の促進及び回遊性を向上さ

せることは、にぎわいの創出、商業・サ

ービス業の活性化、まちなか居住の促進

を目標とする中心市街地の活性化に必

要な事業である。 
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９．４から８までに掲げる事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関する事項

［１］市町村の推進体制の整備等 

（１）市の推進体制 

① 中心市街地活性化を担当する統括組織

平成 11 年 4 月、中心市街地の活性化について取り組む専門の部署として、企画部に

都心活性課を設置した。平成 24 年 4 月には、商工会議所や商業者等と一体となって総

合的に活性化に取り組むべく産業部に編入し、まちなか活性課へと名称を変更している。 

平成 25 年 4 月現在、課長 1名、主幹 1名、課長補佐 1名、主査 2名、担当 4名、嘱 

託職員 2 名の計 11 名で構成している。 

② 中心市街地活性化基本計画策定会議（平成 25 年 4 月）

中心市街地活性化基本計画を策定するために副市長を会長とし、全部局長等で構成す 

る中心市街地活性化基本計画策定会議を設けた。より詳細な調査検討を行うため、策定 

会議の下部組織として幹事会を設けた。 

【策定会議構成員】 【幹事会構成員】

役  職 職  名 役  職 職  名 

会  長 副市長 幹 事 長 副市長 

副 会 長 副市長 副幹事長 副市長 

委  員 

教育長 

幹  事 

総務部長 

危機管理監 財務部長 

総務部長 企画部長 

財務部長 産業部長 

企画部長 建設部長 

文化市民部長 都市計画部長 

福祉部長 教育部長 

健康部長 文化課長 

環境部長 商工業振興課長 

産業部長 まちなか活性課長 

建設部長 都市交通課長 

都市計画部長 都市計画課長 

総合動植物公園部長

市民病院事務局長 

会計管理者 

上下水道局長 

消防長 
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【開催概要】 

■ 策定会議

○ 第 1回 平成 25 年 4 月 22 日 

・経過説明、推進体制、基本計画策定スケジュールについて 

○ 第 2回 平成 25 年 7 月 23 日 

・第 1期基本計画の総括と第 2期基本計画の基本的方針について 

  ○ 第 3 回 平成 25 年 10 月 22 日 

   ・第 2期基本計画（案）について 

 ■ 幹事会 

  ○ 第 1 回 平成 25 年 5 月 13 日 

   ・経過説明、推進体制、基本計画策定スケジュールについて 

  ○ 第 2 回 平成 25 年 5 月 30 日 

   ・再開発事業の検討について 

  ○ 第 3 回 平成 25 年 6 月 21 日 

   ・再開発事業の検討について 

○ 第 4回 平成 25 年 7 月 5 日 

・再開発事業の検討について 

○ 第 5回 平成 25 年 8 月 28 日 

 ・中心市街地の今後の在り方について 

○ 第 6回 平成 25 年 9 月 25 日 

・中心市街地の今後の在り方、目標・指標の検討、実施事業の検討 

○ 第 7回 平成 25 年 10 月 18 日 

・第 2期基本計画（案）について 

教育部長 

議会事務局長 
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（２）地域住民、有識者、民間事業者等を交えた検討の場

① パブリックコメント 

平成 25 年 11 月 16 日～12 月 16 日の期間において、「第 2 期豊橋市中心市街地活性

化基本計画（素案）」に対するパブリックコメントを実施した。その結果、67 件の意

見や要望が寄せられ、本計画への参考とした。 

② 地域説明会 

生活者・利用者の視点から、中心市街地の将来像や魅力向上のための具体的な方策

を検討するために、平成25年11月に市内を7つの地域に分けて地域説明会を実施し、

地元住民と意見交換を行った。 

③ 関係機関、商業者団体、市内三大学の教授等との意見交換 

   平成 25 年 11 月～12 月にかけて、本計画についての意見を交換するため、中心市街

地活性化の都市機能の増進及び経済活力の向上に資する目的で組織された豊橋まちな

か活性化推進協議会幹事会や豊橋発展会連盟との意見交換会を開催した。 

また、豊橋技術科学大学、愛知大学、豊橋創造大学の教授等と本計画に関する意見

交換も併せて行った。 

[豊橋市中心市街地活性化基本計画策定組織体系] 

豊橋市中心市街地活性化基本計画 

豊橋市中心市街地活性化基本計画策定会議 

策定会議 両副市長以下全部局長 

幹事会 両副市長以下関係部長及び関係課長 

ワーキング 関係課室の職員・公募若手職員 

㈱豊橋まちなか活性化センター 

豊橋商工会議所、豊橋発展会連盟

商店街マネージャー（内閣府地域

活性化伝道師）等

政策会議 市議会 

意見調整 

認定申請

パブリックコメント

豊橋市中心市街地活性化協議会 

商工会議所、まちづくり会社、事

業を実施する民間事業者等によ

り構成される法に定められた組

織

関係機関 

商業者団体 

大学教授等 意見調整 

地域説明会

（市域をブロ

ックにわけ７

回開催） 

市民意識調査

等アンケート
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［２］中心市街地活性化協議会に関する事項 

豊橋商工会議所及び㈱豊橋まちなか活性化センターは、平成 20 年 6 月、豊橋市中心

市街地活性化協議会を設けた。協議会の構成員は豊橋商工会議所、㈱豊橋まちなか活性

化センターの他、商業者、地権者、交通事業者、都市開発事業者、行政からなる 13 団

体の代表者等の 14 名である。様々な主体が参加するまちの運営を横断的かつ総合的に

企画調整し、東三河の顔となるにぎわいのある中心市街地にしていくことを目的とし、

基本計画の策定スケジュールにあわせて会議を開催し意見を述べることとしている。 

また、協議会の目的を達成するため下部組織として運営委員会を設け、豊橋市の策定会議

の幹事会と連携をとりながら、随時運営委員会を開催し意見調整を行うこととしている。 

（１）構成員 

【協議会構成員】 

役職 構成員 団体・企業名 
所属・団体 
企業等役職 

法 令 根 拠 

会 長 
豊橋商工会議所 
㈱豊橋まちなか活性化センター 

会  頭
代 表 取 締 役

法第１５条第１項関係
（商工会議所・まちづくり会社）

副会長 豊橋商工会議所 副  会  頭
法第１５条第１項関係
（商工会議所） 

委 員 

株式会社マッターホルン 代表取締役社長
法第１５条第４項関係

（商業者） 

豊橋ステーションビル株式会社 代表取締役社長
法第１５条第４項関係

（商業者） 

株式会社大木家 代 表 取 締 役
法第１５条第４項関係

（地権者） 

豊橋発展会連盟 会     長
法第１５条第４項関係

（商業者） 

株式会社精文館書店 代表取締役社長
法第１５条第４項関係

（商業者） 

株式会社ほの国百貨店 代表取締役社長
法第１５条第４項関係

（商業者） 

ヤマサちくわ株式会社 代表取締役社長
法第１５条第４項関係

（商業者） 

豊橋市 産 業 部 長
法第１５条第４項関係

（市）

豊橋市 企 画 部 長
法第１５条第４項関係

（市）

中部ガス株式会社 常 務 取 締 役
法第１５条第 4 項関係
（都市開発事業者）

株式会社サンヨネ 代表取締役社長
法第１５条第４項関係

（商業者） 

豊橋鉄道株式会社 代表取締役社長
法第１５条第４項関係
（交通事業者） 
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【運営委員会構成員】 

委員会役職 事 業 所 名 役  職 

委 員 長 株式会社マッターホルン 代表取締役社長 

委  員 

豊橋ステーションビル株式会社 代表取締役社長 

株式会社大木家 代 表 取 締 役 

豊橋発展会連盟 会   長 

株式会社精文館書店 代表取締役社長 

株式会社ほの国百貨店 代表取締役社長 

ヤマサちくわ株式会社 代表取締役社長 

豊橋市産業部まちなか活性課 課  長 

中部ガス株式会社 常 務 取 締 役 

株式会社サンヨネ 代表取締役社長 

豊橋鉄道株式会社 代表取締役社長 

豊橋市産業部商工業振興課 課  長 

協議会副会長 株式会社イシグローイング 代表取締役社長 

（２）協議会開催状況 

  ○第 1回 平成 25 年 9 月 4 日  

・第 1期基本計画の総括と第 2期基本計画の基本的方針について 

  ○第 2回 平成 25 年 11 月 18 日 

   ・第 2期基本計画（案）について 
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（３）意見書 

平成２５年１２月１６日 

豊橋市長 

佐原 光一 様  

豊橋市中心市街地活性化協議会  

会 長  吉川 一弘 

豊橋市中心市街地活性化基本計画(素案)に関する  

意 見 書  

平成２５年１１月２２日付け２５豊まち第８５－２号で、依頼のありましたことにつ

いて、本協議会の意見は次のとりです。 

（意見）  

豊橋市中心市街地活性化基本計画（素案）（以下「基本計画案」）は、豊橋市の中心

市街地を活性化させる計画として妥当なものである。  

（付帯意見）  

基本計画案に盛り込まれた事業については、目標を達成するための適切で具体的な取

組みが示されており概ね妥当と言えるが、更に目標を実現させるために次のことを申し

添えます。 

１．「豊橋らしさ」を常に検証し、明確な長期ビジョンを見据え、関係機関等との連

携を強化し計画を推進されたい。 

２．東三河地域を商圏とする本市では、中心市街地への来街手段として、自動車の来

街は無視できないと考える。駐車に関する利便性の向上はもとより、道路交通網

の利便性について、今後の懸案事項として取り扱って頂きたい。 

３．今後、基本計画案に記載されていない事業が実施されることとなった場合、事業

者、協議会と連携協議し適時基本計画の変更等の対応を実施されたい。 

以 上 

法第９条第６項に基づき、本計画の変更案に対する意見の聴取を平成 30年 2月 6 日付けで協議会に対

して行った。 
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［３］基本計画に基づく事業及び措置の一体的推進 

（１）様々な主体の巻き込み 

中心市街地活性化については、行政だけでなく市民団体や事業者等のそれぞれが主体

的に活動するとともに、役割分担を図りながら、協働で取り組んでいくことが求められ

る。 

① 市民団体や民間事業者等の取組の状況 

市では、市民全体で市民協働によるまちづくりを進めていくため、平成 19 年 4 月に

「豊橋市市民協働推進条例」を施行し、市民協働によるまちづくりの基本理念、役割、

公益的貢献活動を行う団体への支援方法、市民参加の手法等を明確にした。 

市民協働の現況としては、地域住民、商店街、企業などが連携して立上げた実行委員

会が開催する「とよはしまちなかスロータウン映画祭」や「アートイベント sebone（せ

ぼね）」などの中心市街地の活性化をテーマとしたイベントやシンポジウムが定着して

きているほか、最近では、商店街マネージャーが地元大学生をサポートして「まちなか

お店マップ」を作成したり、地元建築家と共同で「空き家・空き店舗見学ツアー」を開

催したりするなど、中心市街地に関する情報提供を積極的に行っている。 

また、近年では、民間事業者主催の婚活イベント「駅コン」等や、地域の多様なメン

バーで構成する実行委員会が主催し、割安な価格で 1 日に数軒のお店を回れる「Toyo

はしごナイト」が中心市街地の飲食店の大きな集客イベントとなっている。 

② 大学と地域の連携の状況 

豊橋技術科学大学が中心市街地にサテライトオフィスを設け、まちづくり等の公開講

座の開催、中心市街地をはじめとする都市計画プランや研究成果のパネル展示などを行

い、大学と商店街を始めとする地域との連携事業を進めている。 

また、大学生による空き店舗を活用した商学連携チャレンジショップ事業として商店

街等と連携し、期間限定ながら店舗運営を行っている。こうした取組は、単なる試みに

留まらず直接的な商業活動へと広がっている。 

平成 24 年度には、愛知大学に地域政策学部が新たに誕生し、単に教育で学ぶだけで

なく現地で学ぶためのフィールドワークや地域貢献活動を通して、学生が地域と協力し、

まちづくりに取り組んでいる。その一環として、「学生都心定住 500 名計画」と称した

研究も行っている。 

③ 商店街マネージャー 

  平成 24 年度から愛知県商店街振興組合連合会より豊橋市に商店街マネージャーが派

遣され、中心市街地の活性化に向け、商店街へのアドバイス、空き店舗対策、人材育成、

情報発信等を行っているほか、豊橋市まちなか活性課、商工会議所、（株）豊橋まちな

か活性化センター等と連携し、活性化に向けた様々な取組を進めている。派遣された商

店街マネージャーは、内閣府より「地域活性化伝道師」にも登録されている。 

（２）客観的現状分析、ニーズ分析 

① 中心市街地の現況データ整理・分析 

統計データ等に基づき、中心市街地の現状と課題について客観的に整理するとともに、
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中心市街地のポテンシャルについて分析した。 

居住人口の減少や商業業務機能の低下などに伴い、歩行者通行量は減少してきており、

これまでの都市機能の集積に対し、現状、まちなかのにぎわいについては低下している。 

（１－〔２〕参照 ： p3～p17） 

② 中心市街地利用促進に関するアンケート調査 

平成 23 年 7 月、18 歳以上の市民 2,000 人（無作為抽出、824 人回答）を対象にした
郵送調査と中心市街地の路上調査（回答 100 人）により、中心市街地への来街頻度、来
街目的、来街手段及び来街しない理由等を調査した。 

（１－〔４〕（１）参照 : p30～32）  

③ 市民意識調査 

平成 25 年 6 月に、20 歳以上の市民 5,000 名（有効標本 2,549）を対象にして行った

豊橋市市民意識調査において、中心市街地に関する項目を設けて、中心市街地での買物

場所や中心市街地に必要な機能等、今後の来街意向等について把握した。 

（１－〔４〕（２）参照 : p33～35）
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10．中心市街地における都市機能の集積の促進を図るための措置に関する事項 

［１］都市機能の集積の促進の考え方 

（１）東三河振興ビジョンにおける中心市街地の位置付け 

平成 25 年 3 月、東三河地域の振興施策について、東三河の市町村・民間組織等と愛

知県が協議を行い、東三河振興ビジョンを策定した。東三河振興ビジョンは、東三河地

域が目指すべき 10 年後の将来像や、その実現に向けて重点的に取り組む施策の方向性

を明らかにする「将来ビジョン」と、将来ビジョンに位置付けた重点的な施策を具体化

し、着実に推進していくための「主要プロジェクト推進プラン」で構成される。東三河

の魅力の創造・発信を重点的施策に位置付け、にぎわいを生む都市の魅力づくりのため

の主な取組として、以下のように記載している。 

  ＜抜粋＞ 

（２）第 5次豊橋市総合計画における中心市街地の位置付け 

平成 23 年 3 月、平成 32 年度を目標年次とした第 5次豊橋市総合計画を策定した。総

合計画では、少子高齢化の進行、地球環境問題など従来の価値観や仕組みでは対応する

ことの難しい課題に対応するため、世代や地域を越えて市民が力を合わせながらまちを

つくり上げることを目指し、「ともに生き、ともにつくる」をまちづくりの基本理念、

「輝き支えあう水と緑のまち・豊橋」を将来都市像とし、まちづくりの基本的方向を「活

力と魅力にあふれるまちづくり」、「健やかに暮らせるまちづくり」、「心豊かな人を育て

るまちづくり」「環境を大切にするまちづくり」「安心して暮らせるまちづくり」「快適

で利便性の高いまちづくり」と定めている。 

中心市街地の活性化については、選択と集中の観点から重点的に対応していく取組と

して戦略計画の１つに位置づけられている「まちなかにぎわいプラン」で、以下のよう

に記載している。 

②にぎわいを生む都市の魅力づくり 

・ 豊橋駅周辺は、「東三河の顔」として、「穂の国とよはし芸術劇場（プラット）」

を核としたイベントの展開や商業の活性化、まちなか居住等を推進 

・ 豊川稲荷の門前町や、ラグーナ蒲郡を始めとする三河港のウォーターフロント

など、各地域の特性を活かしながら、地域内外からの集客を促す仕掛けづくり

や、魅力ある空間づくりを推進。また、各地域の中心市街地の活性化等を推進 
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  ＜抜粋＞ 

（３）都市計画マスタープランとの整合性について 

平成 23 年 3 月、平成 32 年度を目標年次とした豊橋市都市計画マスタープランを策

定した。都市計画マスタープランでは、豊橋らしさを活かしたまちをつくりあげるた

め、都市ビジョンとして「歩いて暮らせるまち」、「水と緑にふれあうまち」、「元気に

輝くまち」の３つを掲げている。 

中心市街地については、目標像別の方針の中で以下のように記載している。 

＜抜粋＞ 

（４）大規模小売店舗立地法の特例措置による中心市街地への集積  

大規模小売店舗立地法の特例区域の指定を受け、大規模小売店舗立地法上必要な手

続きを簡素化することにより、大規模小売店舗の新規立地や既存店舗の売場増床等に

よるリニューアルを図り、中心市街地への商業集積を促進する。 

【特例区域の指定の状況】 

平成 24 年 3 月 2 日、愛知県は、下記の 4区域について大規模小売店舗立地法の第二

種特例区域に指定した。 

７．市街地整備 

（１）中心市街地の整備 

・ 都市拠点である豊橋駅周辺での魅力とにぎわいを創出するため、中心市街地で

の再開発の促進や新たな交流拠点の整備などに取り組みます。 

・ まちなか居住を推進するため、都市機能の集積を図るとともに、民間事業者に

よる再開発などへの支援により、高齢者や環境に配慮した都市型住宅の供給を

促します。 

・ 回遊したくなるまちをつくるため、様々な文化財や歴史的建物、史跡、伝統文

化を活用し、文化資産のネットワーク化を進めます。 

３.まちなかにぎわいプラン 

３－１ 魅力拠点創造プロジェクト

まちなかのにぎわいを創出するため、芸術・文化の交流拠点を整備するとと

もに、駅前の優れた景観の保全・形成に努めるほか、魅力ある商業・サービ

ス業の集積や都心居住を促進するための再開発に取り組みます。 

３－２ にぎわい創出プロジェクト 

まちなかにおける文化的・経済的な交流の拡大を図るため、中心市街地にお

ける魅力的で個性的な交流事業を積極的に展開するとともに、意欲的な事業

者の新たな取組を支援します。
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(1) 県道 143 号豊橋停車場線並びに豊橋市道上伝馬町・駅前大通 2号線、広小路 2号 

線及び関屋町・駅前大通 10 号線で囲まれた区域 

(2) 県道 143 号豊橋停車場線並びに豊橋市道駅前大通・東小田原町 6号線、駅前大通 

3 号線、駅前大通・東小田原町 5号線、駅前大通 4号線及び駅前大通 15 号線で囲ま 

れた区域 

(3) 豊橋市花田町字西宿無番地の一部 

(4) 豊橋市道大橋通・萱町 15 号線、松葉町・駅前大通 4号線、広小路 1号線及び松葉 

町・広小路 8号線で囲まれた区域

＜位置図＞ 

指定区域

(1)ほの国百貨店等区画

(2)名豊ビル等区画

(3)豊橋ステーションビル区画

(4)精文館ビル等区画
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［２］都市計画手法の活用 

○準工業地域における大規模集客施設の立地制限 

愛知県は、「愛知県商業・まちづくりガイドライン」の中で、中心市街地等の大規模

小売店舗等の立地を誘導すべき地域を除き、準工業地域への大規模集客施設の立地を原

則として抑制することが望ましいとしており、本市では、都市機能がコンパクトに集積

した都市構造を実現するため、都市計画区域内のすべての準工業地域を対象として特別

用途地区を決定し、広域的に都市構造やインフラに大きな影響を与える大規模集客施設

（床面積 10,000 ㎡を超える店舗等）の立地を規制している。 

１．対象地域  準工業地域全域 約 828ha(当初 979ha)  

２．特別用途地区の名称  大規模集客施設制限地区 

３．告示日 平成 19 年 12 月 28 日（当初）、平成 20 年 12 月 26 日（変更※１）、 

平成 22 年 12 月 24 日（変更※２） 

※１ 準工業地域約 75ha を工業専用地域に用途変更 

※２ 準工業地域約 76ha を工業専用地域に用途変更 

４．豊橋市特別用途地区建築条例  

平成 19 年 12 月 28 日施行、平成 22 年 9 月 29 日 改正※３ 

※３ 日常生活圏の広域化などに対応するため、豊橋渥美、宝飯及び新城各都市計画区域 

が統合され、都市計画区域の名称が「豊橋渥美都市計画区域」から「東三河都市計 

画区域」へ

[豊橋市特別用途地区建築条例の「大規模集客施設制限地区」に関する内容]

大規模集客施設制限 

地区

東三河都市計画特別用途地区の区域のうち、大規模集客施設

制限地区の区域 

条例の内容 

劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又は店舗、飲食店、展示

場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに

類する用途で建築基準法施行令第130条の 8の 2第 2項で定め

るものに供する建築物でその用途に供する部分（劇場、映画館、

演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては、客席の部分

に限る。）の床面積の合計が１万平方メートルを超える建築物

は特例以外の建築はできない。 
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[特別用途地区位置図]
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［３］都市機能の適正立地、既存ストックの有効活用等

（１）中心市街地の公共施設等の概要 

豊橋市及び東三河地域の中心として、国、県の機関や市役所が立地しているほか、美 

術博物館、こども未来館（ここにこ）、市民センターなど、生涯学習や市民活動の拠点 

となる施設も多く集まっており、市民や周辺地域も含めた人々が交流・活動できる場が 

中心市街地に集中している。 

[中心市街地周辺に立地する主な公共公益施設] 

行政施設 

豊橋市役所 

駅前窓口センター 

市民センター 

愛知県東三河総合庁舎 

愛知県東三河建設事務所 

豊橋警察署 

豊橋地方合同庁舎 

ハローワーク豊橋 

豊橋税務署 

名古屋法務局豊橋支局 

東三河県民生活プラザ 

文教施設 

美術博物館 

三の丸会館 

公会堂 

市民プール 

武道館 

こども未来館（ここにこ） 

文化財センター 

小中学校（3） 

幼稚園（3） 

専修学校（6） 

穂の国とよはし芸術劇場（プラット） 

医療･福祉 

施設 

八町地域福祉センター 

救急告示病院（3） 
病院･療養所（7） 

保育園（2） 

（２）大規模集客施設等の立地状況 

本市には、市内全域で店舗面積が 5,000 ㎡を超える大規模小売店舗が 15 施設立地し 

ており、店舗面積は合計 163,511 ㎡となっている。そのうち、4施設・店舗面積 37,885 

㎡が中心市街地に立地し、店舗面積にして市内全域の約 23％を占める。 

近年では、郊外立地がほとんどで、その他の大規模集客施設も郊外に立地しているの 

が現状である。 

こうしたなか、「準工業地域における大規模集客施設の立地制限」や「大規模小売店 

舗立地法の特例区域設定」等の施策を一体的に進めつつ、既存のストックを有効活用す 

るとともに、まちなかへの都市機能の集積を推進していくものである。
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[豊橋市内における大規模小売店舗（店舗面積 5,000 ㎡以上）]

番号 分類 名    称 開業年 延べ面積(㎡) 備考 

① 中心 名豊ビル Ｓ４３ ８，８１４ 

② 中心 豊橋ステーションビル Ｓ４５ １０，５９０ 

③ 郊外 ホームセンターマルス Ｓ４６ ５，５８７  

④ 中心 ほの国百貨店 Ｓ４９ １２，６１６ ～Ｈ２２豊橋丸栄 

⑤ 郊外 アピタ向山店 Ｓ５０ １６，６５０  

⑥ 郊外 豊橋ファミリープラザ Ｓ５３ １７，１３０ イトーヨーカ堂 

⑦ 郊外 バロー豊橋店 Ｈ１９ ８，５７７ 
Ｓ５４～Ｈ１８ 

ジャスコ豊橋店 

⑧ 郊外 ビッグ・タウン Ｈ７ ６，９２６ 
コジマ 

ドミー 

⑨ 郊外 ヤマナカ・カーマ汐田橋プラザ Ｈ８ ８，１６３ 
ヤマナカ 

カーマ 

⑩ 郊外 ＬＩＦＥ ＳＴＡＧＥ２１ Ｈ９ ８，０６２ 
安井家具 

トイザらス 

⑪ 郊外 豊橋南ショッピングセンター Ｈ９ ２８，１６６ イオン 

⑫ 郊外 フィール豊橋柱五番町店 Ｈ１７ ６，４８０ 
フィール 

ヤマダ電機 

⑬ 郊外 豊橋南プラザ Ｈ１８ １４，８０８ 

カーマ 

マックスバリュー 

しまむら 

スギ薬局 

⑭ 郊外 ニトリ豊橋店 Ｈ２３ ５，０７７  

⑮ 中心 ＦＡＣＥ豊橋、精文館書店本店 Ｓ４４ ５，８６５ 
Ｈ２４．３店舗面

積変更 

合 計 １６３，５１１  

（資料：豊橋の産業） 

[豊橋市内における大規模集客施設（映画館、遊技場等）] 

番号 分類 名    称 開業年 建物面積(㎡) 備考 

❶ 郊外 
アミューズメントビル

（ユナイテッドシネマ）
Ｈ１１ １９，０８３ 

映画館、ゲームセンタ

ー、ボーリング場、飲

食店

❷ 郊外 ラウンド・ワン Ｈ１８ １１，２６４ 

スポーツアミューズメ

ント、ボーリング場、

カラオケ、飲食店

合 計 ３０，３４７  

（資料：資産税台帳）
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[豊橋市内における大規模集客施設等の立地]

③

①

④

⑤

⑥

⑩⑨

❶

⑦

⑧

⑪

⑬

⑫

❷

②

⑭ 

⑮ 
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［４］都市機能の集積のための事業等 

都市機能の集積に向けて行う事業として、豊橋市中心市街地活性化基本計画に掲載 

している事業は、以下のとおりである。 

○市街地の整備改善のための事業 

・豊橋駅前大通二丁目地区第１種市街地再開発事業 

・豊橋広小路三丁目 A-2 地区優良建築物等整備事業 

・豊橋駅前大通三丁目地区優良建築物等整備事業 

・豊橋広小路一丁目南地区優良建築物等整備事業 

○都市福利施設を整備する事業 

・まちなか図書館（仮称）整備事業 

・まちなか広場（仮称）整備事業 

○まちなか居住を促進するための事業 

・豊橋駅前大通二丁目地区第１種市街地再開発事業（再掲） 

・豊橋広小路三丁目 A-2 地区優良建築物等整備事業（再掲） 

・豊橋駅前大通三丁目地区優良建築物等整備事業（再掲） 

・豊橋広小路一丁目南地区優良建築物等整備事業（再掲） 

・地域優良賃貸住宅整備及び供給促進事業 

○商業・サービス業の活性化のための事業 

・商店街空き店舗対策事業 

・豊橋駅前大通二丁目地区第１種市街地再開発事業（再掲） 
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11．その他中心市街地の活性化のために必要な事項 

［１］基本計画に掲げる事業等の推進上の留意事項 

実践的・試験的な活動の内容・結果 

（１）公共駐車場料金の見直し 

自家用車での中心市街地への来街者の利便性向上と滞在時間の延長を図るため、平成

24 年度は 10 月から 12 月の毎日、平成 25 年度は後述の歩行者天国の開催期間（H24：

4/28～6/23、9/15～11/17）に、公共駐車場（508 台収容可）の料金を入庫後 30 分 150

円から入庫後最初の 60 分まで 150 円に値下げした。 

平成 24 年度の結果をみると、利用台数の著しい増加は見られないものの、利用台数 

の下落率が減少したことから料金の見直しが来街のきっかけとなることが示された。今

後は、中心市街地活性化に向け、駐車場の利用者及び中心市街地来街者のニーズをくみ

取り、関係機関との連携を計りながらサービスを展開していく。

（２）歩行者天国の開催

中心市街地のにぎわい創出のため、平成 24 年の秋から歩行者天国の開催を始めた。

初年度は、中心市街地活性化社会実験として開催し、中心市街地に人を呼び込むなどに

ぎわいの創出につながった一方、歩行者天国の開催エリアでは商業の売上向上に結びつ

く目に見える波及的な効果はそれほど得られなかった。 

このため、開催エリアの店舗を知ってもらうなど、売上に結びつくような商業者を主 

体とした積極的でわかりやすく魅力のある販促キャンペーン等にも取り組んでいく。 

（３）公共交通券（おかえりキップ）事業 

公共交通の利用促進と来街者の増加を図るため、（株）豊橋まちなか活性化センター 

が商店・大型店や交通事業者と連携して、平成 17 年 3 月から路面電車を利用して来街 

する買物客に対し、「市電（路面電車）おかえりキップ」を無料で提供するサービスを 

実施している。利用枚数は平成 20 年度まで毎年増加し一定の成果を上げたが、平成 21 

年度以降の実績は毎年減少している。 

平成 24 年度からは、歩行者天国の開催にあわせて公共交通券（おかえりキップ）の 

サービスの拡充を行い、路面電車に加えて、渥美線や路線バスも対象とした。利用実績 

は想定していたほど伸びなかったが、公共交通券（おかえりキップ）を利用した来街者 

の中心市街地での滞在時間は、自家用車で来街した場合に比べ長くなる傾向があり、回 

遊性の向上に有効であると考えられる。今後は、歩行者天国開催時におけるイベントと 

ともに、買物との効果的な融合が図られるよう検討していく。 
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[市電（路面電車）おかえりキップ年度別利用実績]

（単位：枚） 

年 度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度

利用枚数 13,508 12,291 10,272 10,105 9,545 

[H24 歩行者天国開催期間の公共交通券（おかえりキップ）利用実績（10～12 月）]  

（単位：枚） 

交通手段 路面電車 豊橋鉄道渥美線 豊鉄バス 

利用枚数 2,618 502 1,272 

［２］都市計画との調和等 

「第１０章[１]都市機能の集積の促進の考え方・[２]都市計画手法の活用」を参照 

［３］その他の事項 

特になし 
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12． 認定基準に適合していることの説明 

基 準 項  目 説 明 

第１号基準 

基本方針に適

合するもので

あること 

意義及び目標に関する事項 国の基本方針による中心市街地活性化

の意義及び目標を踏まえ、コンパクト

で活力ある中心市街地を目指し、豊橋

市の中心市街地活性化の意義及び 3 つ

の目標を記載している。 

1 章（p1～p37）、3章（p48～p58）参照

認定の手続 中心市街地活性化協議会と十分な協議

を行い、平成 25 年 12 月 16 日付で意見

を得ている。 

9 章〔2〕（p93）参照 

中心市街地の位置及び区域に

関する基本的な事項 

中心市街地の位置及び区域は中心市街

地の各要件を満たしている。 

2 章（p38～p47）参照 

４から８までの事業及び措置

の総合的かつ一体的推進に関

する基本的な事項 

市の推進体制、中心市街地活性化協議

会等との関係、客観的現状分析、ニー

ズ分析、様々な主体の巻込み及び各種

事業等との連携・調整について、十分

に取り組んでいる。 

9 章（p88～p95）参照 

中心市街地における都市機能

の集積の促進を図るための措

置に関する基本的な事項 

都市計画マスタープランでコンパクト

シティを将来都市構造の基本的考えと

し、可能な限り中心市街地に都市機能

の集積を図るとともに、準工業地域に

おける大規模集客施設の立地規制を明

確化している。 

10 章（p96～p104）参照 

その他中心市街地の活性化に

関する重要な事項 

都市計画法・その他法令及び本市の総

合計画や都市計画マスタープランに適

合した計画となっている。 

11 章（p105・106）参照 
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第２号基準 

基本計画の実

施が中心市街

地の活性化の

実現に相当程

度寄与するも

のであると認

められること 

目標を達成するために必要な

４から８までの事業等が記載

されていること 

掲げる 3 つの目標実現のために必要な

具体的な事業を記載している。 

4 章～8章（p59～p87）参照 

基本計画の実施が設定目標の

達成に相当程度寄与するもの

であることが合理的に説明さ

れていること 

記載している各事業の実施が目標達成

に寄与することを、事業の概要ととも

に合理的に説明している。 

3 章（p48～p58）参照 

第３号基準 

基本計画が円

滑かつ確実に

実施されると

見込まれるも

のであること 

事業の主体が特定されている

か、又は、特定される見込み

が高いこと 

おおむねの事業について、事業主体は

特定されている。 

4 章～8章（p59～p87）参照 

事業の実施スケジュールが明

確であること 

全ての事業について、平成 30 年度まで

の計画期間内に完了もしくは着手でき

る見込みである。 

4 章～8章（p59～p87）参照 


